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１．はじめに 

本申請に当たり、新たに制定された「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則」(平成 25 年 6 月 19 日制定)により、自然災害や重大事故等の

対応について、設備及び運用を新たに整備した。 

これらの美浜発電所３号炉の有毒ガス防護に関する当社の技術的能力について、「原子力

事業者の技術的能力に関する審査指針(平成 16 年 5 月 27 日、原子力安全委員会決定)」（以

下「技術的能力指針」という。）への適合性を示す。 

２．技術的能力指針との対応について 

美浜発電所の技術的能力については、次の 6 項目に分けて説明する。また、審査指針と

の対応を併せて示す。 

（１）組織 ⇔ 指針１ 設計及び工事のための組織 

指針５ 運転及び保守のための組織 

（２）技術者の確保 ⇔ 指針２ 設計及び工事に係る技術者の確保 

指針６ 運転及び保守に係る技術者の確保 

（３）経験 ⇔ 指針３ 設計及び工事の経験 

指針７ 運転及び保守の経験 

（４）品質保証活動 ⇔ 指針４ 設計及び工事に係る品質保証活動 

指針８ 運転及び保守に係る品質保証活動 

（５）教育・訓練  ⇔ 指針９ 技術者に対する教育・訓練 

（６）有資格者等の選任・配置 ⇔ 指針１０ 有資格者等の選任・配置 
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３．技術的能力について 

（１）組 織 

指針 1 設計及び工事のための組織 

事業者において、設計及び工事を適確に遂行するに足りる、役割分担が明確化さ

れた組織が適切に構築されていること。 

【解説】 

１）「設計及び工事」の範囲は、当該事業の許可等に係る使用前検査に合格するまで

をいう。但し、廃棄の事業のうち廃棄物埋設の事業については使用前検査の制度

がないことから、当該許可等に係る最初の廃棄体を受け入れ施設に受け入れる時

点より前をいう。 

２）「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて構築する方針が適切に

示されている場合を含む。 

指針 5 運転及び保守のための組織 

事業者において、運転及び保守を適確に遂行するに足りる、役割分担が明確化さ

れた組織が適切に構築されているか、又は構築される方針が適切に示されているこ

と。 

【解説】 

１）「運転及び保守」の範囲は、当該事業の許可等に係る使用前検査に合格し、施設

の使用を開始した後をいう。但し、廃乗の事業のうち廃棄物埋設の事業について

は使用前検査の制度がないことから、当該許可等に係る最初の廃棄体を受け入れ

施設に受け入れた時点以降をいう。 

２）「組織」には、施設の保安に関する事項を審議する委員会等を必要に応じて含む

こと。 

 

本変更に係る設計、工事、運転及び保守（以下「設計及び運転等」という。）を適

確に遂行するに足りる、役割分担が明確化された組織が適切に構築されていることを

以下に示す。 

 

（ⅰ）本変更に係る設計及び運転等は第 1 図に示す既存の原子力関係組織にて実施す

る。 

 これらの組織は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

第 43 条の 3 の 24 第 1 項の規定に基づく美浜発電所原子炉施設保安規定（以下

「保安規定」という。）等で定められた業務所掌に基づき、明確な役割分担の

もとで美浜発電所の設計及び運転等に係る業務を適確に実施する。 

 

（ⅱ）本変更に係る設計及び工事の業務について、設計方針については原子力事業本
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部の原子力安全部門、原子力発電部門、原子力技術部門及び土木建築室にて定

め、現場における具体的な設計及び工事の業務は美浜発電所において実施する。 

（ⅲ）本変更に係る運転及び保守の業務について、美浜発電所の発電用原子炉施設の

運転に関する業務は発電室が、発電用原子炉施設の施設管理に関する業務は原

子燃料課、放射線管理課、保全計画課、電気保修課、計装保修課、原子炉保修

課、タービン保修課、土木建築課、電気工事グループ、機械工事グループ及び

土木建築工事グループが、燃料管理に関する業務は原子燃料課が、放射線管理

に関する業務は放射線管理課が、原子力防災、出入管理等に関する業務並びに

火災発生時、内部溢水発生時、その他自然災害発生時等、重大事故等発生時及

び大規模損壊発生時の体制の整備に関する業務は安全・防災室が実施する。 

美浜発電所原子炉施設保安規定の抜粋として、第 5 条(保安に関する職務)の

該当箇所を枠で囲み別紙１－１（P26～32）に示すとおり、役割分担を明確に

している。 

（ⅳ）運転及び保守の業務について、自然災害や重大事故等にも適確に対処するため、

あらかじめ、発電所長を本部長とした防災組織及び原子力防災組織を構築し、

発生する事象に応じて対応する。 

自然災害が発生した場合は防災組織として一般災害対策本部が設置され、平

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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時の業務体制から速やかに移行される。また、原子力災害が発生した場合又は

その恐れがある場合は、原子力防災組織として発電所警戒本部又は発電所緊急

時対策本部が設置され、平時の業務体制から速やかに移行される。 

防災組織を第 2－1 図、原子力防災組織を第 2－2 図に示す。 

これらの組織は、美浜発電所の組織要員により構成され、原子力防災の体制

に移行したときには、本店の原子力防災組織と連携し、外部からの支援を受け

ることとする。 

森林火災や地震などの自然災害の重畳時には、一般災害対策本部による活動

となるが、自然災害から重大事故等が発生した場合、及び自然災害と重大事故

等が重畳した場合、並びに重大事故等が重畳した場合には発電所緊急時対策本

部にて対応することとし、重大事故等対策要員にて初動活動を行い、重畳して

発生している自然災害の対応は、本部長の指示のもと、発電所緊急時対策本部

の役割分担に応じて対処する。 

本店及び美浜発電所に係わる原子力防災組織の体制として、原子力防災業務

要綱の抜粋を別紙１－２（P33～40）に示す。原子力防災組織では、各班の職

務をあらかじめ定め、役割分担を明確にしている。また、防災組織についても、

第 2－1 図に基づき各班の職務をあらかじめ定め、役割分担を明確にする。自

然災害及び重大事故等への対応に係る保安規定上の対応について別紙１－３

（P41～42）に示す。 

（ⅴ）発電用原子炉施設の保安に関する事項を審議するものとして、保安規定に基づ

き本店に原子力発電安全委員会を、美浜発電所に原子力発電安全運営委員会を

設置している。原子力発電安全委員会は、法令上の手続きを要する発電用原子

炉設置（変更）許可申請書本文事項の変更、保安規定変更及び発電用原子炉施

設の定期的な評価の結果等を審議し、美浜発電所の原子力発電安全運営委員会

は、発電所で作成すべき手順書の制定・改正等の発電用原子炉施設の保安運営

に関する具体的重要事項を審議することで役割分担を明確にしている。 

保安規定の抜粋として、第 6 条(原子力発電安全委員会)、第 8 条(原子力発電

安全運営委員会)の該当箇所を枠で囲み別紙１－１に示す。 

また、2019 年度の原子力発電安全委員会、原子力発電安全運営委員会の開催

実績を別紙１－４（P43～45）、別紙１－５（P46）に示す。 
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第 1 図 原子力関係組織 

第 2－1 図 防災組織 

第 2－2 図 原子力防災組織 

 

別紙１－１ 美浜発電所原子炉施設保安規定 抜粋 

（第 5 条（保安に関する職務）、第 6 条(原子力発電安全委員会)、 

第 8 条(原子力発電安全運営委員会)） 

別紙１－２ 原子力防災業務要綱 抜粋 

別紙１－３ 自然災害及び重大事故等への対応について 

別紙１－４ 2019 年度 原子力発電安全委員会の開催実績について 

別紙１－５ 2019 年度 原子力発電安全運営委員会の開催実績について 
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（２）技術者の確保 

指針 2 設計及び工事に係る技術者の確保 

事業者において、設計及び工事を行うために必要となる専門知識及び技術・技能

を有する技術者が適切に確保されていること。 

【解説】 

１）「専門知識」には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、放射線取扱主任者、

ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者、技術士等の当該事業等に関連

のある国家資格等で要求される知識を必要に応じて含む。 

２）「確保されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて確保する方針が適切に

示されている場合を含む。 

指針 6 運転及び保守に係る技術者の確保 

事業者において、運転及び保守を行うために必要となる専門知識及び技術・技能

を有する技術者が適切に確保されているか、又は確保する方針が適切に示されてい

ること。 

【解説】 

「専門知識」には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、放射線取扱主任者、

ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者、技術士等の当該事業等に関連の

ある国家資格等で要求される知識を必要に応じて含む。 

本変更に係る設計及び運転等を行うために必要となる専門知識及び技術・技能を有

する技術者を適切に確保していることを以下に示す。 

（ⅰ）技術者とは技術系社員のことを示しており、2020 年 7 月 1 日現在、原子力事

業本部の各部門、美浜発電所及び土木建築室における技術者の人数は 787 名で

あり、そのうち美浜発電所における技術者の人数は 363 名である。 

このうち、10 年以上の経験年数を有する管理職が 183 名在籍している。 

原子力事業本部の各部門、美浜発電所及び土木建築室における 2020 年 7 月

1 日現在の有資格者は次のとおりであり、そのうち美浜発電所における有資格

者を括弧書きで示す。 

発電用原子炉主任技術者 46 名（6 名） 

放射線取扱主任者（第 1 種） 68 名（12 名） 

ボイラー・タービン主任技術者（第 1 種） 4 名（2 名） 

電気主任技術者（第 1 種） 5 名（2 名） 

運転責任者として原子力規制委員会が定める 

基準に適合した者 19 名（17 名） 
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特定重大事故等対処施設を運用する上で必要となる特殊な資格はない。 

設計及び工事については基本設計から現場施工管理を含むことから原子力

事業本部各部門、美浜発電所及び土木建築室の技術者で対応を行う。運転及び

保守については、現場の運用管理であり、美浜発電所の技術者で対応を行う。 

過去 15 年間における全社の採用人数と原子力採用人数の実績を別紙２－１

（P47）に示す。調査した期間における採用人数は年度によって変動するもの

の、原子力事業本部、美浜発電所及び土木建築室の技術者は同程度の人数を確

保している。 

発電用原子炉主任技術者、第 1 種放射線取扱主任者、第 1 種ボイラー・ター

ビン主任技術者、第 1 種電気主任技術者、運転責任者の資格を有する人数の至

近 5 年間の実績を別紙２－２（P48）に示す。上記資格の有資格者の 5 ヵ年の

推移としては同程度の人数を確保している。 

 以上のことから、設計及び運転等の対応に必要な技術者及び有資格者を確保

している。 

 

（ⅱ）原子力事業本部の各部門、美浜発電所及び土木建築室の技術者及び有資格者の

人数を第 1 表に示す。現在、確保している技術者数にて本変更に係る設計及び

運転等の対処が可能である。 

 

（ⅲ）今後とも設計及び運転等を適切に行い、安全を確保し、円滑かつ確実な業務遂

行を図るため、必要な教育及び訓練を行うとともに、採用を通じ、必要な有資

格者数と技術者数を継続的に確保し、配置する。 

 

第 1 表 原子力事業本部、美浜発電所及び土木建築室の技術者の人数 

 

 

別紙２－１ 全社と原子力部門の採用人数について 

別紙２－２ 有資格者の人数の推移（至近５ヵ年） 
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（３）経 験 

指針 3 設計及び工事の経験 

事業者において、当該事業等に係る同等又は類似の施設の設計及び工事の経験が

十分に具備されていること。 

【解説】 

「経験が十分に具備されていること」には、当該事業等に係る国内外の同等又は

類似の施設への技術者派遣や関連施設での研修を通して、経験及び技術が十分に獲

得されているか、又は設計及び工事の進捗に合わせて獲得する方針が適切に示され

ていることを含む。 

指針 7 運転及び保守の経験 

事業者において、当該事業等に係る同等又は類似の施設の運転及び保守の経験が

十分に具備されているか、又は経験を獲得する方針が適切に示されていること。 

【解説】 

「経験が十分に具備されている」には、当該事業等に係る国内外の同等又は類似

の施設への技術者派遣や関連施設での研修を通して、経験及び技術が十分に獲得さ

れていることを含む。 

本変更に係る同等又は類似の施設の設計及び運転等の経験が十分に具備されてい

ることを以下に示す。 

（ⅰ）当社は、昭和 29 年以来、原子力発電に関する諸調査、諸準備等を進めるとと

もに、技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ多数派遣し、技術的能力の

蓄積に努めている。 

また、昭和 45 年 11 月に美浜発電所１号炉の営業運転を開始して以来、計 11

基の原子力発電所を有し、順調な運転を行ってきた。 

原子力発電所   (原子炉熱出力)  営業運転の開始 

美浜発電所 １号炉 (約 1,031MW) 昭和 45 年 11 月 28 日 

（平成 27 年 4 月 27 日運転終了） 

２号炉 (約 1,456MW) 昭和 47 年 7 月 25 日 

（平成 27 年 4 月 27 日運転終了） 

３号炉 (約 2,440MW) 昭和 51 年 12 月 1 日 

高浜発電所 １号炉 (約 2,440MW) 昭和 49 年 11 月 14 日 

２号炉 (約 2,440MW) 昭和 50 年 11 月 14 日 

３号炉 (約 2,660MW) 昭和 60 年 1 月 17 日 

４号炉 (約 2,660MW) 昭和 60 年 6 月 5 日 
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大飯発電所 １号炉 (約 3,423MW) 昭和 54 年 3 月 27 日 

  （平成 30 年 3 月 1 日運転終了） 

 ２号炉 (約 3,423MW) 昭和 54 年 12 月 5 日 

  （平成 30 年 3 月 1 日運転終了） 

 ３号炉 (約 3,423MW) 平成 3 年 12 月 18 日 

 ４号炉 (約 3,423MW) 平成 5 年 2 月 2 日 

 

当社は、これら原子力発電所の建設時及び改造時の設計及び工事をとおして

豊富な経験を有し、技術力を維持している。 

また、営業運転開始以来、計 11 基の原子力発電所において、約 49 年間運転

を行っており、運転及び保守について十分な経験を有している。 

設計及び工事の経験として、美浜発電所において平成 13 年には３号炉の使

用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力変更等の工事を順次実施している。 

また、美浜発電所３号炉において、耐震裕度向上工事として、平成 20 年に

は電気計装盤類、平成 22 年には加圧器等１次冷却系の機器及び燃料取替用水

タンク、平成 23 年には原子炉盤等について工事を実施しており、設備の設計

検討及び工事を継続して実施している。 

 

（ⅱ）更なる安全性向上の観点からアクシデントマネジメント対策として、代替再循

環、代替補機冷却、格納容器内自然対流冷却及び格納容器内注水の設備改造を

検討し、対策工事を実施している。 

また、経済産業大臣の指示「平成 23 年福島第一・第二原子力発電所事故を

踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について（指示）（平成 23･03･28 原

第 7 号 平成 23 年 3 月 30 日付）」に基づき実施した緊急安全対策により、空冷

式非常用発電装置、電源車、消防ポンプ等の配備に関する設計検討を行い、対

策工事を実施している。 

運転マニュアルの改正対応や習熟訓練による運転の知識・技能の向上を図る

とともに、工事に関連する保守経験を継続的に積み上げている。 

 

技術的能力の経験として、アクシデントマネジメント対策、緊急安全対策、

適合性審査対応の経験を別紙３－１（P49）に示す。 

国内の原子力関係機関である株式会社原子力発電訓練センター等にて安全

性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練を実施しており、過去 5 年間の実

績を別紙３－２（P50）に示す。 

また、当社原子力研修センター等において、実機同様設備やモックアップ等

を活用した研修実績（2019 年度）を別紙３－３（P51）に示す。 
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（ⅲ）また、運転の経験として、当社で発生したトラブル対応や、国内外のトラブル

情報の水平展開要否に係る判断等を通じて、トラブルに関する経験や知識につ

いても継続的に積み上げている。 

国外の原子力関係諸施設への派遣実績を別紙３－４（P52）に示す。今後も、

海外情報の入手、情報交換を行っていく中で、必要な場合に適宜派遣の検討を

行う。 

また、トラブル情報の水平展開に関する取組みとしては以下のとおりである。

当社で発生したトラブル情報や国内外トラブル情報については、未然防止処 

置通達に基づき未然防止処置に関する情報として収集し、未然防止処置業務フ 

ロー図にしたがい対応しており、そのフローを別紙３－５（P53）に示す。未

然防止処置に関する情報は、取りまとめ箇所にて収集するほか、取りまとめ箇 

所以外が入手した未然防止処置を要すると判断した情報も取りまとめ箇所に 

連絡し収集される。取りまとめ箇所は未然防止処置に関する情報について水平 

展開要否を判断するとともに未然防止処置カードを発行し、原子力保全総合シ 

ステムに登録を行う。原子力保全総合システムの登録実績を別紙３－６

（P54）に示す。水平展開を要すると判断した場合は処理担当箇所を決定し、 

検討を依頼する。水平展開を不要と判断した場合にも、関連箇所及び美浜３号 

機事故の再発防止対策の一つとして平成 17 年 7 月から各発電所へ配置した情 

報管理専任者へ周知している。取りまとめ箇所で水平展開不要としたものに 

ついても、関連箇所にて検討が必要と判断した場合、発電所においても情報管 

理専任者が所内の担当課（室）との協議の結果、検討が必要と判断した場合、 

再検討を依頼できる。 

依頼を受けた処理担当箇所は未然防止処置に係る処理を進め、その結果を取

りまとめ箇所に報告する。取りまとめ箇所、情報管理専任者は水平展開の状況

を確認し、必要に応じて実施を促す。 

取りまとめ箇所は未然防止処置の実施状況並びに有効性をレビューの上、マ

ネジメントレビューのインプット情報（発電所においても自所の未然防止処置

の実施状況並びに有効性を発電所レビューのインプット情報）として取り扱っ

ている。 

（ⅳ）さらに、重大事故等の対応の検討、対策の実施及び訓練の実施により経験や知 

識を継続的に積み上げている。 

以上のとおり、本変更に係る同等及び類似の設計及び運転等の経験を十分に



 

11 

有しており、今後も経験や知識を継続的に積み上げていく。 

 

別紙３－１ 本変更に係る技術的能力の経験について 

別紙３－２ 安全性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実績について 

別紙３－３ 原子力研修センター設備等を活用した研修実績（2019 年度） 

別紙３－４ 過去 5 年間の主な海外派遣実績について 

別紙３－５ 未然防止処置業務フロー図 

別紙３－６ 原子力保全総合システムの登録実績（例） 
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（４）品質保証活動 

指針 4 設計及び工事に係る品質保証活動 

事業者において、設計及び工事を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行

う体制が適切に構築されていること。 

【解説】 

１）「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて構築する方針が適切に

示されている場合を含む。 

２）「品質保証活動」には、設計及び工事における安全を確保するための最高責任者

の方針を定め、品質保証計画に基づき活動の計画、実施、評価及び改善を行うと

ともに、監査を含む評価によって継続的な改善が図られる仕組みを含むこと。ま

た、それらの活動が文書化され、管理される仕組みを含むこと。 

３）「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を行う委員会等を必要に応

じて含むこと。 

指針 8 運転及び保守に係る品質保証活動 

事業者において、運転及び保守を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行

う体制が適切に構築されているか、又は構築される方針が適切に示されていること。 

【解説】 

１）「品質保証活動」には、運転及び保守における安全を確保するための最高責任者

の方針を定め、品質保証計画に基づき活動の計画、実施、評価及び改善を行うと

ともに、監査を含む評価によって継続的な改善が図られる仕組みを含むこと。ま

た、それらの活動が文書化され、管理される仕組みを含むこと。 

２）「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を行う委員会等を必要に応

じて含むこと。 

 

本変更に係る設計及び運転等を適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う

体制が適切に構築されていることを以下に示す。 

 

（ⅰ）品質保証活動の体制 

ａ．設計及び運転等の各段階における品質保証活動は、原子力発電所の安全を達

成、維持及び向上させるために、「原子力施設の保安のための業務に係る品質

管理に必要な体制の基準に関する規則」にしたがい、健全な安全文化を育成

し及び維持するための活動、関係法令及び保安規定の遵守に対する意識の向

上を図るための活動を含めた品質マネジメントシステムを確立し、実施し、

評価確認し、継続的改善を行うことにより実施している。 

この品質マネジメントシステムに基づき品質保証活動を実施するための基本

的実施事項を、「原子力発電の安全に係る品質保証規程」（以下「品質マニュ
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アル」という。）に定めている。 

なお、本申請における設計及び運転等の各段階における品質保証活動のう

ち、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律に基づき変更認可され

た発電用原子炉施設保安規定の施行までに実施した活動については、「原子力

発電所における安全のための品質保証規程（ＪＥＡＣ4111-2009）」及び「実

用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の

方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」にしたがい実施し

ている。 

 

ｂ．当社における品質保証活動は、品質マニュアルに基づく社内標準を含む文書

及びこれらの文書の中で明確にした記録で構成する文書体系を構築し、実施

する。品質保証活動に係る文書体系を第 3 図に示す。 

 

ｃ．また、品質マニュアルに基づき、社長を最高責任者とし、実施部門である第 1

図に示す原子力関係組織（経営監査室を除く。）における品質保証活動に係る

体制及び監査部門である経営監査室における品質保証活動に係る体制を構築

している。 

社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、品質保証体制の

実効性を維持することの責任と権限を有し、品質方針を設定し、原子力の安

全を確保することの重要性が組織内に伝達され、理解されることを確実にす

るとともに、要員が健全な安全文化を育成し及び維持することに貢献できる

ようにする。 

各業務を主管する組織の長は、品質方針にしたがい、品質保証活動の計画、

実施、評価及び改善を行い、その活動結果について、実施部門の管理責任者

である原子力事業本部長がマネジメントレビューのインプットとして社長へ

報告する。 

各業務を主管する組織の長は、業務の実施に際して、業務に対する要求事

項を満足するように定めた社内標準を含む文書に基づき、責任をもって個々

の業務を実施し、要求事項への適合及び品質保証活動の実効性を実証する記

録を作成し管理する。 

 

ｄ．経営監査室長は、監査部門の管理責任者として、実施部門と独立した立場で

内部監査を実施し、結果をマネジメントレビューのインプットとして社長へ

報告する。 
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ｅ．社長は報告内容を基にマネジメントレビューを実施し、品質方針の見直しや

品質保証活動の改善のための指示を行う。 

ｆ．本店の品質保証会議では、第 1 図に示す原子力関係組織（経営監査室を除く。）

の品質マネジメントシステムが実効性のあることをを評価する。また、美浜

発電所の発電所レビューでは、美浜発電所の品質マネジメントシステムが実

効性のあることを評価する。 

これらのレビュー結果により保安規定や社内標準を改正する必要がある場

合は、別途、原子力発電安全委員会を開催し、その内容を審議し、その審議

結果は、業務へ反映させる。 

（ⅱ）本変更に係る設計及び運転等の品質保証活動 

ａ．各業務を主管する組織の長は、本変更に係る設計及び工事を品質マニュアル

にしたがい、その重要度に応じて実施する。また、製品及び役務を調達する

場合は、供給者において品質保証活動が適切に遂行されるよう要求事項を提

示し、製品及び役務やその重要度に応じた管理を行う。なお、許認可申請等

に係る解析業務を調達する場合は、通常の調達要求事項に加え、特別な調達

管理を行う。各業務を主管する組織の長は、検査及び試験等により調達製品

が要求事項を満足していることを確認する。 

ｂ．各業務を主管する組織の長は、本変更に係る運転及び保守を適確に遂行する

ため、品質マニュアルにしたがい、関係法令等の要求事項を満足するよう個々

の業務を計画し、実施し、評価を行い、継続的に改善する。また、製品及び

役務を調達する場合は、設計及び工事と同様に管理する。 

ｃ．各業務を主管する組織の長は、設計及び運転等において不適合が発生した場

合、不適合を除去し、再発防止のために原因を特定した上で、原子力の安全

に及ぼす影響に応じた是正処置等を実施する。また、製品及び役務を調達す

る場合は、供給者においても不適合管理が適切に遂行されるよう要求事項を

提示し、不適合が発生した場合には、各業務を主管する組織の長はその実施

状況を確認する。 

上記のとおり、品質マニュアルを定めた上で、品質保証活動に必要な文書

を定め、調達管理を含めた品質保証活動に関する計画、実施、評価及び改善

を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構築している。 
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ｄ． 

美浜発電所原子炉施設保安規定及び社内標準に記載の品質保証活動の説明

に関する該当箇所を枠で囲み、別紙４－１～ 別紙４－８（P55～96）に示す。 

また、品質方針の周知方法を別紙４－９（P97）に、品質保証会議及び発電

所レビューの組織上の位置づけを別紙４－１０（P98～99）に示す。 

第 3 図 品質保証活動に係る文書体系 

別紙４－１ 美浜発電所原子炉施設保安規定 抜粋 

別紙４－２ 原子力発電の安全に係る品質保証規程 抜粋 

別紙４－３ 内部コミュニケーション通達 抜粋 

別紙４－４ 原子力部門における内部監査通達 抜粋 

別紙４－５ 設計・開発通達 抜粋 

別紙４－６ グレード分け通達 抜粋 

別紙４－７ 原子力部門における調達管理通達 抜粋 

別紙４－８ 原子力発電所保修業務要綱 抜粋 

別紙４－９ 品質方針の周知方法 

別紙４－１０ 品質保証会議及び発電所レビューの組織上の位置づけ 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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（５）教育・訓練 

指針 9 技術者に対する教育・訓練 

事業者において、確保した技術者に対し、その専門知識及び技術・技能を維持・

向上させるための教育・訓練を行う方針が適切に示されていること。 

確保した技術者に対し、その専門知識及び技術・技能を維持・向上させるための教

育・訓練を行う方針を以下に示す。 

（ⅰ）技術者は、原則として入社後一定期間、当社原子力研修センター、原子力発電

所等において、原子力発電所の仕組み、放射線管理等の基礎教育・訓練並びに

機器配置及びプラントシステム等の現場教育・訓練を受け、各職能、目的に応

じた基礎知識を習得する。 

（ⅱ）技術者の教育・訓練は、当社原子力研修センターほか、国内の原子力関係機関

（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、株式会社原子力発電訓練センタ

ー等）において、各職能、目的に応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し、

一般及び専門知識・技能の習得及び習熟に努めている。 

（ⅲ）また、美浜発電所においては、原子力安全の達成に必要な技術的能力を維持・

向上させるため、保安規定に基づき、対象者、教育内容及び教育時間等につい

て教育の実施計画を立て、それに従って教育を実施する。 

当社原子力発電所及び原子力事業本部において実施する教育・訓練は、教

育・訓練通達に基づき策定する社内標準に従って計画し、実施する。教育・訓

練の計画・実施に関する社内標準の抜粋及び 2019 年度の教育・訓練項目を別

紙５－１（P100～107）に示す。また美浜発電所の保安規定に基づく教育・訓

練の抜粋を別紙５－２（P108～113）に示す。 

2019 年度の美浜発電所及び原子力事業本部の教育計画実績の抜粋及び美浜

発電所保安教育計画実績の抜粋を別紙５－３（P114～115）に示す。 

過去 5 年間の美浜発電所及び原子力事業本部における各年度の社外教育・訓

練受講者数実績の抜粋を別紙５－４（P116～117）に示す。 

以上のとおり、確保した技術者に対しその専門知識及び技術・技能を維持・

向上させるため、教育・訓練に関する社内標準を策定し、必要な教育・訓練を

行うこととしている。 

なお、原子力研修センターは当社のみならず、協力会社の教育・訓練にも活

用できるよう研修設備の提供等行っており、発電所の保守点検業務等行う協力
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会社社員の専門知識・技能の向上を支援している。 

（ⅳ）本変更に係る業務に従事する技術者、事務系社員及び協力会社社員に対しては、

各役割に応じた自然災害等発生時、重大事故等発生時、原子炉補助建屋等への

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる重大事故等発生時の

対応に必要となる技能の維持と知識の向上を図るため、計画的かつ継続的に教

育・訓練を実施する。 

福島第一原子力発電所事故以降、美浜発電所では緊急安全対策対応訓練及び

重大事故等対応訓練を実施しており、重大事故等対応訓練については今後も継

続的に実施することとしている。別紙５－５（P118～119）に訓練内容と訓練

実績を示す。 

特重施設による対応の特徴を踏まえた教育・訓練については、緊急時対策本

部要員、運転員および特定重大事故等対処施設を操作するために必要な要員

（以下「特重施設要員」という。）に対する教育・訓練を実施する。また、特

重施設使用に関する連携訓練やフィルタベント使用時の屋外作業員に対する

屋内退避連絡の訓練を行う（別紙５－６（P120～126））。 

別紙５－１ 教育・訓練の計画・実施に関する社内標準並びに美浜発電所及び原子力事

業本部の教育・訓練項目 抜粋（2019 年度） 

別紙５－２ 保安規定に基づく美浜発電所 教育・訓練項目 抜粋 

別紙５－３ 美浜発電所及び原子力事業本部の教育計画／実績表 抜粋（2019 年度） 

別紙５－４ 原子力事業本部及び美浜発電所３号炉における各年度の社外教育・訓練受

講者数 抜粋 

別紙５－５ 美浜発電所３号炉における重大事故等対応に関する訓練実績（2018,2019

年度） 

別紙５－６ 特定重大事故等対処施設による対応のための要員の教育・訓練について 
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（６）有資格者等の選任・配置 

指針 10 有資格者等の選任・配置 

事業者において、当該事業等の遂行に際し法又は法に基づく規則により有資格者

等の選任が必要となる場合、その職務が適切に遂行できるよう配置されているか、

又は配置される方針が適切に示されていること。 

【解説】 

「有資格者等」とは、原子炉主任技術者免状若しくは核燃料取扱主任者免状を有

する者又は運転責任者として基準に適合した者を言う。 

美浜発電所の運転に際して必要となる有資格者等については、その職務が適切に遂

行できる者の中から選任し、配置していることを以下に示す。 

（ⅰ）発電用原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者免状を有する者のうち、発電用

原子炉施設の施設管理に関する業務、運転に関する業務、設計に係る安全性の

解析及び評価に関する業務、燃料体の設計又は管理に関する業務の実務経験を

3 年以上有する者の中から職務遂行能力を考慮した上で発電用原子炉ごとに選

任する。 

（ⅱ）発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実

かつ最優先に行い、保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性を確保し

た上で、本店の保安に関する管理職を配置する。 

本店の保安に関する管理職が、発電所の他の職位と兼務する場合は、兼務す

る職位としての判断と発電用原子炉主任技術者としての判断が相反しない職

位とするとともに、相反性を確実に排除させる措置を講じる。 

発電用原子炉主任技術者と兼務する場合の職位の考え方を別紙６(P127)に

示す。 

（ⅲ）発電用原子炉主任技術者不在時においても、発電用原子炉施設の運転に関し保

安上必要な指示ができるよう、代行者を発電用原子炉主任技術者の選任要件を

満たす管理職から選任し、職務遂行に万全を期している。 

（ⅳ）運転責任者は、原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任し、

原子炉の運転を担当する当直の責任者である当直課長の職位としている。 

別紙６ 発電用原子炉主任技術者が兼任する場合の職位の考え方
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第 1 表 原子力事業本部、美浜発電所及び土木建築室の技術者の人数 

（2020 年 7 月 1 日現在） 

技術者の

総人数 

技 術 者

の う ち

管 理 職

の人数 

技術者のうち有資格者の人数 

発電用原

子炉主任

技術者有

資格者の

人 数 

第１種放

射線取扱

主任者有

資格者の

人 数 

運 転 責

任 者 の

基 準 に

適 合 し

た 者 の

人 数 

第 １ 種

ボ イ ラ

ー・ター

ビ ン 主

任 技 術

者 有 資

格 者 の

人 数 

第１種電

気主任技

術者有資

格者の人

数 

原子力事業本部 

原子力企画部門 
51 

27 

(27) 
15 11 2 0 0 

原子力事業本部 

原子力安全部門 
47 

13 

(13) 
10 10 0 0 0 

原子力事業本部 

原子力発電部門 
166 

46 

(46) 
7 20 0 1 2 

原子力事業本部 

原子力技術部門 
108 

34 

(34) 
4 3 0 1 1 

原子力事業本部 

原 子 燃 料 部 門 
32 

12 

(12) 
4 12 0 0 0 

美 浜 発 電 所 363 
44 

(44) 
6 12 17 2 2 

土 木 建 築 室 

（原子力関係） 
20 

7 

(7) 
0 0 0 0 0 

注:（  ）内は、管理職のうち、技術者としての経験年数が 10 年以上の人数を示す。 
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第 1 図 原子力関係組織図 (2020 年 7 月 1 日現在)

（※２） 

（※１）発電用原子炉主任技術者 

品質保証室長 

美浜発電所長 

安全・防災室長 
所長室長 
技術課長 
原子燃料課長 
放射線管理課長 
発電室長 

 保全計画課長 

 電気保修課長 

 計装保修課長 

 原子炉保修課長 

 タービン保修課長 

 土木建築課長 

 電気工事グループ課長 

 

原子力発電 

安全運営委員会 

発電所レビュー 

電気主任技術者 

ボイラー・タービン 

主任技術者 

機械工事グループ課長 
土木建築工事グループ課長 

社長 

管理責任者（経営監査室長） 

経営監査室長 
（※１） 

管理責任者（原子力事業本部長） 

原子力事業本部長 原子力企画部門統括 

品質保証会議 

調達本部長 

原子燃料サイクル室長 

総務室長 

土木建築室長 

原子力安全部門統括 

原子力発電安全委員会 

原子力発電部門統括 

原子力技術部門統括（原子力技術） 

原子燃料部門統括 

環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

ｾﾝﾀｰ所長

（※２） 

原子力技術部門統括（土木建築） 
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第 2－1 図 防災組織図（2020 年 7 月 1 日現在）

（美浜発電所防災組織）

一般災害対策本部

班 班長 副班長 主な職務

 総務班 所長室課長（総務） 所長室の係長 １．一般災害対策本部の設営、運営、指令の伝達

（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ係長を除く） ２．連絡・通信手段の確保

３．要員の動員、輸送手段確保

４．緊急医療措置

５．緊急時活動用資機材の調達・輸送

６．見学者、協力会社員等の退避・避難措置

７．消火活動

８．他の班に属さない事務事項

 広報班 所長室課長（地域） コミュニケーション係長 １．報道関係対応

原子力安全統括 副所長（事務） ２．見学者の退避誘導

副所長（技術） 副所長（土木建築） ３．広報活動（緊急時プレスを含む）

安全・防災室長 所長室長

運営統括長（１，２号） 品質保証室課長

運営統括長（３号） 電気工事Gr課長  情報班 技術課長 技術課の係長 １．社内一般災害対策本部との情報受理・伝達

品質保証室長 機械工事Gr課長 ２．発電所対策本部内情報の整理・収集・記録・状況把握

土木建築工事Gr課長 ３．国・自治体等関係者との連絡調整

発電所課長（所則） ４．社外関係機関への通報連絡および受信

発電所課長（電気技術AD） ５．広報用資料の集約

発電所課長（機械技術AD） ６．他の班に属さない技術事項

発電所課長（BT）

所長室課長（労働安全）

 安全管理班 安全・防災室課長 安全・防災室の係長 １．事故状況の把握、評価

原子燃料課長 原子燃料課の係長 ２．発電所構内の警備、立入制限

３．防護施設の運用

 放射線管理班 放射線管理課長 放射線管理課の係長 １．発電所内外の放射線・放射能の測定、状況把握

２．被ばく管理、汚染除去・拡大防止措置

３．放射線管理資機材の整備・点検

４．災害対策活動に伴う放射線防護措置

 発電班 発電室長 発電室の係長、定検課長、当直課長、 １．事故状況の把握・整理

当直主任 ２．事故拡大防止のための措置

３．発電所設備の保安維持

４．消火活動

 保修班 保全計画課長 保全計画課、電気保修課、計装保修 １．事故原因の究明、応急対策の立案・実施

電気保修課長 課、原子炉保修課、タービン保修課、 ２．発電所諸設備の整備・点検

計装保修課長 土木建築課の係長 ３．見学者、協力会社員等の退避・避難措置

原子炉保修課長 ４．負傷者救助

タービン保修課長 ５．消火活動

土木建築課長

 特命班 副本部長または本部附 発電所対策本部長が指名した者 １．不測の事態への対応

＊：発電用原子炉主任技術者を兼任する職位が各班の班長となる場合、あらかじめ課（室）長以上から当該の班長を任命しておく。

本　部　長
(発電所長)

本部附

３号炉＊
発電用原子炉主任技術者

副本部長
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第 2－2 図 原子力防災組織図（2020 年 7 月 1 日現在）

（美浜発電所警戒本部及び美浜発電所原子力緊急時対策本部の組織）

警戒体制 原子力防災体制

班 班長 副班長

１．対策本部の設営、運営、指令の伝達 １．対策本部の設営、運営、指令の伝達
２．連絡・通信手段の確保 ２．連絡・通信手段の確保
３．要員の動員、輸送手段確保 ３．要員の動員、輸送手段確保
４．原子力災害医療措置 ４．原子力災害医療措置
５．緊急時活動用資機材の調達・輸送 ５．緊急時活動用資機材の調達・輸送
６．見学者、協力会社員等の退避・避難措置 ６．見学者、協力会社員等の退避・避難措置
７．初期消火活動 ７．初期消火活動
８．他の班に属さない事務事項 ８．他の班に属さない事務事項

副 本 部 長
（統括管理補佐） １．報道関係対応 １．報道関係対応

２．見学者の退避誘導 ２．見学者の退避誘導
３．広報活動 ３．広報活動

４．原子力防災センターにおける活動の支援

１．社内対策本部との情報受理・伝達 １．社内対策本部との情報受理・伝達
２．発電所警戒本部内情報の整理・収集･記録･状況把握 ２．発電所対策本部内情報の整理・収集･記録･状況把握
３．国・自治体等関係者との連絡調整 ３．国・自治体等関係者との連絡調整
４．社外関係機関への通報連絡および受信 ４．社外関係機関への通報連絡および受信
５．広報用資料の集約 ５．広報用資料の集約
６．他の班に属さない技術事項 ６．他の班に属さない技術事項

１．事故状況の把握、評価 １．原子力災害合同対策協議会との情報交換
２．発電所構内の警備、立入制限 ２．事故状況の把握、評価
３．防護施設の運用 ３．事故時影響緩和操作の検討

４．発電所構内の警備、立入制限
５．防護施設の運用
６．原子力防災センターにおける活動の支援

１．発電所内外の放射線・放射能の測定、状況把握 １．発電所内外の放射線・放射能の測定、状況把握
２．被ばく管理、汚染除去・拡大防止措置 ２．被ばく管理、汚染除去・拡大防止措置
３．放射線管理資機材の整備・点検 ３．放射線管理資機材の整備・点検
４．災害対策活動に伴う放射線防護措置 ４．災害対策活動に伴う放射線防護措置

５．原子力防災センターにおける活動の支援

１．事故状況の把握・整理 １．事故状況の把握・整理
２．事故拡大防止のための措置 ２．事故拡大防止のための措置
３．発電所設備の保安維持 ３．発電所設備の保安維持
４．初期消火活動 ４．原子力災害合同対策協議会における情報収集

５．初期消火活動

１．事故原因の究明、応急対策の立案・実施 １．事故原因の究明、応急対策の立案・実施
２．発電所諸設備の整備・点検 ２．発電所諸設備の整備・点検
３．見学者、協力会社員等の退避・避難措置 ３．見学者、協力会社員等の退避・避難措置
４．負傷者救助 ４．負傷者救助
５．初期消火活動 ５．初期消火活動

６．遠隔操作が可能な装置等の操作

＊１：発電用原子炉主任技術者を兼任する職位が各班の班長となる場合、あらかじめ課（室）長以上から当該の班長を任命しておく。

放射線管理班 放射線管理課長 放射線管理課の係
長

発電班 発電室長 発電室の係長
定検課長(発災)
当直課長(発災)
当直主任(発災)

保修班 保全計画課長
電気保修課長
計装保修課長
原子炉保修課長
タービン保修課長
土木建築課長

保全計画課、電気
保修課、計装保修
課、原子炉保修
課、タービン保修
課、土木建築課の
係長

特命班 副本部長または
本部附

指名された者 １．不測の事態への対応 １．不測の事態への対応

本部附
広報班 所長室課長(地域) ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ係長

原子力安全統括
技術系の副所長、
安全・防災室長、
運営統括長、
品質保証室長

副本部長および班
長を除く、各課
（室）長以上

情報班 技術課長 技術課の係長

３号炉＊１

発電用原子炉主任技術者
安全管理班 安全・防災室課長

原子燃料課長
安全・防災室の係
長
原子燃料課の係長

主　な　職　務

本　部　長
(統括管理)

総務班 所長室課長(総務) 所長室の係長（ｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ係長を除
く）

原 子 力
防災管理者
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品質 

マネジメントシ

ステム 

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 １次 

文書 
２次文書 

４．２．３ 

４．２．４ 

文書の管理 

記録の管理 
原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
※
１ 

原子力部門におけ 

る文書・記録管理 

通達 

 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

８．２．２ 内部監査 原子力部門におけ 

る内部監査通達 

 

経営監査室 

 

８．３ 

８．５．２ 

不適合の管理 

是正処置等 

不適合管理および 

是正処置通達 

 

 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

８．５．２ 

８．５．３ 

是正処置等 

未然防止処置 

未然防止処置通達 

 

 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

※１：原子力発電の安全に係る品質保証規程の所管箇所は、原子力事業本部、総務室及び

経営監査室である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 3 図 品質保証活動に係る文書体系(1/3) 
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品質 

マネジメントシ

ステム 

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 １次 

文書 
２次文書 

４．１ 重要度分類 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
※
１ 

グレード分け通 

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

４．１ 安全文化 安全文化通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

５．４ 

５．５．３ 

６．２ 

品質目標 品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

５．５．３ 管理者 原子力部門にお 

ける文書・記録 

管理通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

５．５．４ 

５．６ 

組織の内部の 

情報の伝達 

内部コミュニケ 

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

６．１ 資源の確保 要員・組織計画 

通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

６．２ 要員の力量の 

確保及び教育 

訓練 

教育・訓練通達 原子力事業本部 

原子力企画部門 

６．１ 

７．１ 

７．２ 

７．５ 

７．６ 

８．２．４ 

 

運転管理 運転管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

燃料管理 原子燃料管理通 

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

放射性廃棄物 

管理 

放射性廃棄物管 

理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

放射線管理 放射線管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

施設管理 施設管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

非常時の措置 非常時の措置通 

達 

原子力事業本部 

原子力安全部門 

その他 安全管理通達 原子力事業本部 

原子力安全部門 

原子燃料サイク 

ル通達 

原子力事業本部 

原子燃料部門 

廃止措置管理通 

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

火災防護通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

原子力技術業務 

要綱 

原子力事業本部 

原子力技術部門 

※１：原子力発電の安全に係る品質保証規程の所管箇所は、原子力事業本部、総務室及

び経営監査室である。 
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品質 

マネジメントシ

ステム 

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 １次 

文書 
２次文書 

７．２．３ 

８．２．１ 

組織の外部の 

者との情報の 

伝達等 

組織の外部の 

者の意見 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
※
１ 

外部コミュニケ 

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

７．３ 設計開発 設計・開発通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

原子力部門にお 

ける文書・記録管 

理通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

７．４ 

７．５．５ 

調達 

調達物品の管 

理 

原子力部門にお 

ける調達管理通 

達 

調達本部 

７．６ 監視測定のた 

めの設備の管 

理 

監視機器・測定機 

器管理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

８．２．３ プロセスの監 

視測定 

品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

原子力部門にお 

ける内部監査通 

達 

経営監査室 

運転管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

不適合管理およ 

び是正処置通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

未然防止処置通 

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

７．６ 

８．２．４ 

機器等の検査 

等 

検査・試験通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

８．４ 

８．５．２ 

データの分析 

及び評価 

データ分析通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

※１：原子力発電の安全に係る品質保証規程の所管箇所は、原子力事業本部、総務室

及び経営監査室である。 
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 自然災害及び重大事故等への対応について 

 

１．防災組織、原子力防災組織での自然災害及び重大事故等への対応について 

（１）自然災害への対応について 

 自然災害（※１）が発生した場合においては、発電所長を本部長とした防災組織と

して一般災害対策本部を設置し、対応する。 

※１：地震、台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、森林火災、竜巻、火山噴火

等異常な自然現象により生ずる大規模な被害 

 

（２）重大事故等への対応について 

 重大事故等が発生した場合においては、発電所長を本部長とした原子力防災組織と

して緊急時対策本部を設置し、対応する。 

 なお、自然災害から重大事故等が発生した場合、及び自然災害と重大事故が重畳し

た場合並びに重大事故が重畳した場合においても本組織にて対応する。 

 

２．保安規定への反映について 

現行の保安規定において、第 18 条の 3（その他自然災害発生時等の体制の整備）に、

自然災害に関する対応を規定している。 

 

以 上 
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「美浜発電所原子炉施設保安規定」抜粋 
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2019 年度 原子力発電安全委員会の開催実績について(1/3) 

月 日 回数 主な審議事項 備考 

4 9 1 
（１）「原子燃料サイクル通達」他の改正について（原燃品質・安全Ｇ、

原燃輸送Ｇ） 

品質保証規格改正

の反映、海外 MOX

燃料調達実績を踏

まえた MOX燃料調

達業務計画の見直

し等の実施 

5 24 2 

（１）高浜１，２号機特定重大事故等対策施設の工事計画認可申請（第

４回）について（プラント保全・技術Ｇ、ＳＡＰＴ） 

（２）高浜 3 号機安全性向上評価（第２回）の原子力規制委員会への

届出について（安全管理 G） 

（３）「原子力発電所 放射線・化学管理業務要綱」の一部改正につい

て（放射線管理 G） 

（４）「原子力発電所 保修業務要綱」他の改正について（保修管理 G） 

（５）「安全管理業務要綱」の一部改正について（安全管理 G） 

（６）「原子力発電業務要綱」の一部改正について（発電 G） 

高浜１，２号特定重

大事故等対策施設

工事計画認可申請

（第４回）、高浜 3

号機の安全性向上

のため自主的に講

じた措置等を踏ま

えた安全性向上評

価届出の実施、他 

6 4 3 
（１）「原子力発電の安全に係る品質保証規程」の一部改正について（品

質保証Ｇ） 

経営監査室におけ

る業務分掌等の見

直しによる品質保

証組織見直しに伴

う品質保証規程改

正の実施 

6 20 4 

（１）高浜発電所１～４号機 地震時の燃料被覆管の閉じ込め機能の維

持に係る規則改正に伴う工事計画（変更）認可申請について（燃

料保全Ｇ） 

（２）「原子燃料管理業務要綱」の一部改正について（燃料保全Ｇ） 

（３）「非常時の措置通達および原子力防災業務要綱」の一部改正につ

いて（危機管理Ｇ） 

技術基準規則改正

に伴う地震時の燃

料被覆材閉じ込め

機能維持に係る要

求追加に伴う工事

計画（変更）認可申

請の実施、他 

7 11 5 

（１）「原子力発電所 請負工事一般仕様書に関する要綱指針」の一部

改正について（保修管理Ｇ） 

（２）高浜発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（高浜発電所１，

２号炉 給水所移設に伴う管理区域図の一部変更）の実施につい

て（安全管理 G） 

（３）美浜発電所及び高浜発電所 原子炉施設保安規定の変更認可申請

について（安全管理Ｇ） 

大飯３，４号機 Ｗ

ＡＮＯ再稼動レビ

ューおよび検査制

度見直しに係るＣ

ＡＰ取り組みの反

映に伴う要綱指針

の改正、他 

7 23 6 
（１）「原子力発電所 放射線・化学管理業務要綱」の改正について（放

射線管理Ｇ） 

緊急作業従事者選

定のための教育訓

練追加に伴う要綱

改正の実施 

8 6 7 
（１）大飯発電所１，２号炉 廃止措置計画の実施他に伴う大飯発電所

原子炉施設保安規定の補正申請について 

廃止措置計画の実

施他に伴う保安規

定認可申請の審査

コメントを踏まえ

た補正申請の実施 

8 23 8 

（１）「原子力発電所 請負工事一般仕様書に関する要綱指針」の一部

改正について（保修管理Ｇ） 

（２）「運転管理通達」および「原子発電業務要綱」の改正について（発

電Ｇ） 

（３）原子力防災業務要綱の一部改正について（危機管理Ｇ） 

（４）美浜発電所原子炉施設保安規定変更認可申請(美浜３号炉炉内構

造物取替工事に伴う関連条文の一部変更)の実施について（安全管

理Ｇ） 

大飯３号機ＥＲＳ

Ｓ伝送不良事象対

策、高浜１号機廃樹

脂貯蔵タンク耐震

補強工事の溶接事

業者検査対象範囲

不備等対策の反映

に伴う要綱指針の

改正、他 
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2019 年度 原子力発電安全委員会の開催実績について(2/3) 

月 日 回数 主な審議事項 備考 

9 12 9 

（１）美浜発電所、高浜発電所及び大飯発電所の原子炉設置変更許可

申請 （大山生竹テフラの噴出規模見直し）について（プラント・

保全技術Ｇ） 

（２）高浜発電所の原子炉設置変更許可申請の概要について（津波警

報が発表されない可能性がある津波への対応）（プラント・保全

技術Ｇ） 

（３）大飯発電所１号及び２号発電用原子炉施設 廃止措置計画認可申

請書他の補正について（廃止措置Ｃ） 

（４）「原子力発電所 放射線・化学管理業務要綱」等の改正について

（放射線管理Ｇ） 

（５）「是正処置プログラムに係る要綱準則」の要綱化に伴う改正につ

いて（品質保証Ｇ） 

（６）原子力発電業務要綱（予防処置）の改正について（発電Ｇ） 

（７）「安全管理業務要綱」の一部改正について（安全管理Ｇ） 

（８）高浜発電所１～４号機 ＳＡ高度化に伴う工事計画認可申請に

ついて（安全管理Ｇ） 

原子炉等規制法の

規定に基づく命令

を踏まえた大山生

竹テフラの噴出規

模見直しに伴う原

子炉設置変更許可

申請の実施、他 

11 7 10 
（１）高浜発電所１～４号機 原子力災害制圧道路整備に伴う工事計画

（変更）認可申請について（総務Ｇ、機械設備Ｇ、安全技術Ｇ） 

高浜町原子力災害

制圧道路整備事業

に伴う工事計画（変

更）認可申請の実施 

11 22 11 

（１）非常用ディーゼル発電機受電遮断器における高エネルギーアー

ク損傷（ＨＥＡＦ）に係る技術基準規則等の改正に伴う工事計

画認可申請について（電気設備Ｇ） 

（２）美浜３号機 空冷ＤＧ耐震補強工事に伴う工事計画の届出（電気

事業法）について（電気設備Ｇ） 

（３）大飯３、４号機 緊急時対策所の設置に係る工事計画認可申請及

び保安規定変更認可申請について（安全管理Ｇ） 

（４）「安全管理通達」および「安全管理業務要綱」の一部改正につい

て（安全管理Ｇ） 

（５）「原子力発電所 放射線・化学管理業務要綱」の改正について（放

射線管理Ｇ） 

（６）「原子力発電所 保修業務要綱」他の一部改正について（保修管

理Ｇ） 

（７）「教育・訓練要綱」の一部改正について（原子力企画Ｇ） 

（８）「原子力発電業務要綱」の一部改正について（発電Ｇ） 

技術基準規則改正

に伴うＨＥＡＦ対

策実施に係る工事

計画認可申請の実

施、他 

12 4 12 
（１）美浜、高浜、大飯発電所保安規定の教育訓練に係る（補正）申

請について（安全管理Ｇ） 

運転炉に対する保

安規定審査基準改

正に伴う保安規定

認可申請の審査コ

メントを踏まえた

補正申請の実施 

12 17 13 

（１）「保守管理通達」他の一部改正について（保修管理Ｇ、発電Ｇ、

土木建築Ｇ） 

（２）高浜３，４号機「有毒ガス防護に係る技術基準の一部改正等に

ついて」に伴う工事計画認可申請について 

（３）高浜３，４号機「有毒ガス防護に係る実用炉規則等の一部改正

等について」に伴う保安規定変更認可申請について 

大飯３号機におけ

る設計基準文書の

本格運用開始に伴

う通達他の改正、他 

1 10 14 
（１）大飯発電所３号機 安全性向上評価届出書（第１回）の原子力規

制委員会への届出について（安全管理Ｇ） 

大飯３号機の安全

性向上のため自主

的に講じた措置等

を踏まえた安全性

向上評価届出の実

施 
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2019 年度 原子力発電安全委員会の開催実績について(3/3) 

月 日 回数 主な審議事項 備考 

2 14 15 
（１）新検査制度導入に伴う美浜、高浜、大飯発電所原子炉施設保安

規定変更認可申請について（安全管理Ｇ） 

新検査制度導入に

伴う原子炉等規制

法、実用炉規則、品

管規則、保安規定審

査基準の改正を踏

まえた保安規定変

更認可申請の実施 

2 28 16 

（１）大飯３，４号機 特定重大事故等対処施設の工事計画認可申請（第

１回分割申請）について（プラント保全技術Ｇ・ＳＡＰＴ） 

（２）「運転管理通達」、「原子力発電業務要綱」、「安全管理業務要綱」

および「外部コミュニケーション通達」、の一部改正について（発

電Ｇ・安全管理Ｇ） 

（３）「安全管理業務要綱」の一部改正について（安全管理Ｇ） 

（４）「保守管理通達」他の一部改正について（保修管理Ｇ・土木建築

設備Ｇ） 

（５）「教育・訓練要綱」の一部改正について（原子力企画Ｇ） 

（６）「放射線管理通達」他の一部改正について（放射線管理Ｇ） 

大飯３，４号機 特

定重大事故等対処

施設の工事計画認

可申請（第１回分割

申請）および新検査

制度（法改正）に伴

う通達等の改正、他 

3 13 17 

（１）組織改正に伴う「原子力発電の安全に係る品質保証規程」の一

部改正について（品質保証Ｇ） 

（２）「原子力防災業務要綱の一部改正について（危機管理Ｇ） 

（３）「原子燃料管理通達」等の一部改正について（安燃料保全Ｇ、原

燃品質・安全Ｇ、 燃料技術Ｇ） 

（４）「原子力専門研修実施所則」の一部改正について（原子力研修セ

ンター） 

（５）「運転員教育訓練要綱指針」の一部改正について（発電Ｇ） 

品質保証組織の見

直し（エネルギー研

究開発拠点化ＰＴ

廃止、嶺南 Eコース

トＰＴ設置）に伴う

品質保証規程の改

正、他 

3 19 18 

（１）「品質マネジメントシステムに係る検査および使用前事業者検査

における記録の信頼性確認に関する業務要綱」の制定および関

連する標準類の改正について（品質保証Ｇ・原子力企画Ｇ・保

修管理Ｇ） 

（２）「教育・訓練要綱」の一部改正について（原子力企画Ｇ） 

検査制度見直しに

よる法令要求に係

る使用前事業者検

査の運用および検

査の独立性保補完

のため自主的に実

施する記録の信頼

性確認の運用設定

等に伴う要綱制定、

他 

3 27 19 

（１）有毒ガス防護に係る実用炉規則等の一部改正に伴う社内標準の

一部改正について（放射線管理Ｇ） 

（２）大飯発電所４号機 安全性向上評価届出書（第１回）の原子力規

制委員会への届出について（安全管理Ｇ） 

（３）原子炉等規制法等の改正（新検査制度関連）に係る設工認手続

きについて（原子力工事Ｃ、品質保証Ｇ） 

（４）高浜３，４号機 新検査制度施行に伴う燃料体の設工認申請につ

いて（燃料技術Ｇ） 

（５）高浜３，４号機 特定重大事故等対処施設の設置等に伴う保安規

定変更認可申請について（安全管理Ｇ） 

実用炉規則等の改

正による保安規定

の認可申請を踏ま

えた有毒ガス防護

対応に伴う通達等

の改正、他 
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2019 年度 原子力発電安全運営委員会の開催実績について 

月 日 回数 主な審議事項 備考 

9 20 1 

１．「高浜 1号機 廃樹脂貯蔵タンク耐震補強工事における溶接事業者

検査対象範囲の不備(流れ込み防止溶接部含む)および終了刻印

の不備について」による水平展開の指示に基づく反映に伴う美浜

発電所溶接事業者検査要領の一部改正 

不適合の水平展開

に伴う追加 

10 1 2 

１．「美浜発電所 保修業務所則指針」の一部改正について 

２．安全・防災業務所則」１５および「技術業務所則」の一部改正に

ついて 

３．事故・故障の水平展開の実施状況について 

４．中央制御盤取替工事に伴う運転関係所則の全部改正ならびに発電

業務所則他の一部改正について 

ＷＡＮＯピアレビ

ューＡＦＩを受け

た工事仕様書マニ

ュアル（運転段階・

廃止措置段階）への

反映他に伴う改正

他 

10 15 3 
１．中央制御盤取替工事に伴う運転関係所則の全部改正ならびに発電

業務所則他の一部改正について（再審議） 

美浜３号機中央制

御盤取替工事他に

伴う改正 

11 18 4 １．美浜発電所 定期事業者検査実施所則」の一部改正について 

「大飯３号機 重大

事故等クラス２機

器共用期間中検査

における検査対象

について」の水平展

開に伴う改正 

2 3 5 

１．設計基準事象時における原子炉施設の保全のための活動に関する

所達（ＤＢ所達）および内部溢水発生時における原子炉施設の保

全のための活動所則の新規制定について 

２．一般防災業務所達および防火管理所達の新規制定について 

３．竜巻対応所則、火災防護計画、火気使用作業管理所則および現場

資機材管理所則の新規制定について 

４．発電業務所則他運転関係所則の一部改正について 

５．３号機重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動

に関する所達（ＳＡ所達）、３号機大規模損壊発生時における原

子炉施設の保全のための活動に関する所達および事故時影響緩

和所則（ＡＭＧ）の新規制定について 

６．技術業務所則の一部改正について 

７．格納容器入退域管理所則の新規制定について 

８．重大事故時等における放射線管理業務所則の新規制定について 

９．放射線管理業務所則および化学管理業務所則の一部改正について 

10.原子燃料管理業務所則および炉心管理業務所則の一部改正につい

て 

11.保修業務所則および保修業務所則指針の一部改正について 

12.土木建築業務所則の一部改正について 

13. 安全・防災業務所則、１・２号機電源機能喪失時等における原子

炉施設の保全のための活動に係る対応所達および電源機能喪失

時における原子炉施設の保全のための活動に係る対応所達の一

部改正について 

14. 定期事業者検査実施所則の一部改正につい 

原子力規制委員会

設置法の一部の施

行に伴う関係規則

の整備等に係る美

浜発電所原子炉施

設保安規定改正に

伴う関係社内標準

の改正 

3 3 6 

１．２０１９年度（追加分） 美浜発電所保安教育実施計画（案）に

ついて 

２．「新検査制度移行に伴う定期事業者検査に係る対応」について 

保安規定第１３１

条への保安教育追

加に伴う保安教育

実施計画への反映

他 

3 12 7 
１．「美浜発電所 使用前事業者検査(溶接)に関する業務所則」の制

定について 

法律の改正等によ

り溶接安全管理審

査が廃止され、使用

前事業者検査(溶

接)として運用する

ことに伴う制定 

3 26 8 １．２０２０年度 美浜発電所保安教育実施計画（案）について 
保安規定第１３１

条、２０１条関連 
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全社と原子力部門の採用人数について

（２０２０年７月１日現在）

人数
前年比の
増減比率

人数
前年比の
増減比率

平成１８年度 260 － 37 － 14.2

平成１９年度 376 45% 55 49% 14.6

平成２０年度 384 2% 55 0% 14.3

平成２１年度 419 9% 72 31% 17.2

平成２２年度 452 8% 73 1% 16.2

平成２３年度 522 15% 72 -1% 13.8

平成２４年度 603 16% 75 4% 12.4

平成２５年度 558 -7% 65 -13% 11.6

平成２６年度 388 -30% 30 -54% 7.7

平成２７年度 237 -39% 20 -33% 8.4

平成２８年度 256 8% 32 60% 12.5

平成２９年度 299 17% 35 9% 11.7

平成３０年度 320 7% 41 17% 12.8

平成３１年度 320 0% 41 0% 12.8

２０２０年度 373 17% 49 20% 13.1

年度

全社 原子力部門

比率
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資格 所属 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 2019年度末 所属 2020年度6月末

原子力企画部門 38 26 30 47 41 原子力企画部門 51

原子力安全部門 47 58 52 50 49 原子力安全部門 47

原子力発電部門 210 202 187 211 184 原子力発電部門 166

原子力技術部門 164 164 140 132 128 原子力技術部門 108

原子燃料部門 35 35 34 34 33 原子燃料部門 32

美浜発電所 351 330 348 350 370 美浜発電所 363

土木建築部門（原子力関係） 22 22 23 18 20 土木建築部門（原子力関係） 20

合　　計 867 837 814 842 825 合　　計 787

原子力企画部門 12 9 7 8 17 原子力企画部門 15

原子力安全部門 13 13 11 8 10 原子力安全部門 10

原子力発電部門 9 7 4 6 7 原子力発電部門 7

原子力技術部門 8 7 6 6 6 原子力技術部門 4

原子燃料部門 4 4 4 5 4 原子燃料部門 4

美浜発電所 6 8 9 5 5 美浜発電所 6
土木建築部門（原子力関係） 0 0 0 0 0 土木建築部門（原子力関係） 0

合　　計 52 48 41 38 49 合　　計 46

原子力企画部門 7 9 7 10 13 原子力企画部門 11

原子力安全部門 10 11 10 9 10 原子力安全部門 10

原子力発電部門 28 26 21 18 21 原子力発電部門 20

原子力技術部門 5 5 4 2 3 原子力技術部門 3

原子燃料部門 13 3 12 13 10 原子燃料部門 12

美浜発電所 11 11 11 11 12 美浜発電所 12
土木建築部門（原子力関係） 0 0 0 0 0 土木建築部門（原子力関係） 0

合　　計 74 65 65 63 69 合　　計 68

原子力企画部門 1 0 0 0 0 原子力企画部門 0

原子力安全部門 0 0 0 0 0 原子力安全部門 0

原子力発電部門 1 1 0 2 1 原子力発電部門 1

原子力技術部門 1 0 1 2 2 原子力技術部門 1

原子燃料部門 0 0 0 0 0 原子燃料部門 0

美浜発電所 3 4 4 4 2 美浜発電所 2
土木建築部門（原子力関係） 0 0 0 0 0 土木建築部門（原子力関係） 0

合　　計 6 5 5 8 5 合　　計 4

原子力企画部門 1 0 0 0 0 原子力企画部門 0

原子力安全部門 0 0 0 0 0 原子力安全部門 0

原子力発電部門 3 2 3 3 3 原子力発電部門 2

原子力技術部門 3 2 1 1 1 原子力技術部門 1

原子燃料部門 0 0 0 0 0 原子燃料部門 0

美浜発電所 5 3 3 3 3 美浜発電所 2
土木建築部門（原子力関係） 0 0 0 0 0 土木建築部門（原子力関係） 0

合　　計 12 7 7 7 7 合　　計 5

原子力企画部門 0 0 0 0 0 原子力企画部門 2

原子力安全部門 0 0 0 0 0 原子力安全部門 0

原子力発電部門 0 0 1 3 1 原子力発電部門 0

原子力技術部門 0 0 0 0 0 原子力技術部門 0

原子燃料部門 0 0 0 0 0 原子燃料部門 0

美浜発電所 19 18 18 14 15 美浜発電所 17
土木建築部門（原子力関係） 0 0 0 0 0 土木建築部門（原子力関係） 0

合　　計 19 18 19 17 16 合　　計 19

運
転
責
任
者

基
準
適
合
者

有資格者の人数の推移（至近５ヶ年）【美浜発電所】

技
術
者
数

【

参
考
】

発
電
用

原
子
炉
主
任
技
術
者

第
1
種

放
射
線
取
扱
主
任
者

第
1
種
ボ
イ
ラ
ー

・

タ
ー

ビ
ン
主
任
技
術
者

第
1
種

電
気
主
任
技
術
者
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本変更に係る技術的能力の経験について 

 

１．アクシデントマネジメント対策について 

 米国スリーマイルアイランドの事故以降、アクシデントマネジメントの検討、整備を

実施してきた。設備面では、原子炉及び原子炉格納容器の健全性を維持するための機能

をさらに向上させるものとして、美浜３号炉の例では、代替再循環、格納容器内自然対

流冷却、代替補機冷却及び格納容器内注水に関する設備改造を実施した。 

 また、発電室の運転操作所則にアクシデントマネジメントに関する記載を検討、追加

し、シミュレータ訓練、机上教育を通じて、知識、技能の維持向上に努め、継続的に改

善を加えている。 

 

２．緊急安全対策について 

 緊急安全対策については、緊急時の電源確保、原子炉、使用済燃料ピットの除熱機能

の確保等の観点から以下の対策を実施した。 

・緊急時の電源確保：空冷式非常用発電装置、電源車の配備 

・原子炉、使用済燃料ピットの除熱機能の確保：消防ポンプ、消防ホースの配備 

海水ポンプモーター予備品の保有 

・津波等に係る浸水対策：安全上重要な設備が設置されている建屋入口扉の水密化等 

 

３．重大事故等対策について 

(1)地震： 地震による加速度によって作用する地震力に対する設計、設計基準対象施設の

耐震設計に用いる地震力の算定、設計基準対象施設の耐震設計における荷重の

組み合わせと許容限界の考慮による設計を検討した。 

(2)津波： 設計基準対象施設が設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部

から到達又は流入させない設計並びに取水路及び放水路等の経路から流入さ

せない設計を検討した。また、水密扉及び貫通部の止水対策を実施した。 

(3)竜巻： 最大風速 100m/s の竜巻による風圧力、気圧差、飛来物の衝突荷重を組み合わ

せた設計竜巻荷重及びその他竜巻以外の自然現象による荷重等を適切に組み

合わせた設計荷重に対して、固縛、竜巻防護ネット及び防護壁等による防護対

策を検討した。 

(4)火山： 敷地内で想定される層厚の降下火砕物を設定し、構造物への静的荷重に対して

安全裕度評価し狭隘部等が閉塞しない設計並びに機械的影響に対して降下火

砕物が容易に侵入しにくい設計となるように検討した。 

(5)外部火災： 森林火災からの延焼防止を目的として評価上必要とされる防火帯を算出

した。航空機墜落による火災では、発電所敷地内に存在する危険物タンク

の火災との重畳を考慮し、建屋表面温度を許容温度以下とする設計を検討

した。 

(6)内部火災： 安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護するための火災の

発生防止、早期の火災検知及び消火並びに火災の影響軽減を考慮した火災

防護に関して、技術的な検討及び対策を実施した。 

(7)溢水： 溢水源として発生要因別に分類した溢水を想定し、防護対象設備が設置される

区画を溢水防護区画として設定し、没水、被水及び蒸気の影響評価を検討した。 

(8)大規模損壊： 大規模な自然災害、故意による大型航空機の衝突及びその他のテロリズ

ムが発生した場合に発電用原子炉施設内において人的資源、設計基準事

故対処設備、重大事故等対処設備等の物理的資源及びその時点で得られ

る施設内外の情報を活用し様々な事態において柔軟に対応することを

検討した。
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安全性向上対策設備を反映したシミュレータ訓練の実績について 

 

 

・ シミュレータ訓練実績（美浜 3 号機 直員連携訓練） 

2015 年度 5 班（3 回/班） 計 15 回 

2016 年度 5 班（3 回/班） 計 15 回 

2017 年度 5 班（3 回/班） 計 15 回 

2018 年度 5 班（3 回/4 班、4 回/1 班） 計 16 回 

2019 年度 5 班（1 回/1 班、2 回/2 班、3 回/2 班） 計 11 回 

 

・ シミュレータ訓練実績（美浜 3 号機 再訓練（監督者コース）） 

2015 年度 計 11 回 

2016 年度 計 12 回 

2017 年度 計 11 回 

2018 年度 計 2 回 

2019 年度 計 4 回 

 

・ シミュレータ訓練実績（美浜 3 号機 再訓練（制御員コース）） 

2015 年度 計 6 回 

2016 年度 計 10 回 

2017 年度 計 15 回 

2018 年度 計 0 回※１ 

2019 年度 計 0 回 

 

・ シミュレータ訓練実績（美浜 3 号機 再訓練（統合コース））※２ 

2019 年度 計 17 回 

 

・ シミュレータ訓練実績（美浜 3 号機 再訓練（主機員コース）） 

2015 年度 計 2 回 

2016 年度 計 3 回 

2017 年度 計 3 回 

2018 年度 計 0 回※１ 

2019 年度 計 4 回 

 

・ 初期訓練コース（フェーズⅢ） 

2015 年度 7 名 

2016 年度 4 名 

2017 年度 1 名 

2018 年度 1 名 

2019 年度 0 名 

 

※１制御員コース、主機員コースは、直員連携訓練に合わせて実施した。 

※２統合コースは、監督者コースと制御員コースを統合して実施する訓練。 
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原子力研修センター設備等を活用した研修実績（2019年度） 

   

研修名 受講者数 

原子力保修基礎研修（共通）  汎用技術コース 

診断技術コース 

溶接基礎コース 

１７ 

原子力保修汎用技術研修(共通) 非破壊検査コース 

振動診断コース 
３ 

原子力保修基礎研修（電気）  補機コース（モータ他・電磁弁他） 

ディジタル基礎コース 

汎用技術コース 

５ 

原子力保修設備研修(電気) 変圧器コース 

保護リレーコース 

特高開閉所設備コース 

発電機コース（本体・ディジタルＡＶＲ） 

計器用電源装置コース 

新型中央制御盤総合ネットワークコース 

１５ 

原子力保修基礎研修（計装） 補機コース(制御弁) 

主機コース（原子炉保護制御装置他・原子

炉計装他） 

５ 

原子力保修設備研修(計装) 放射線監視装置コース 

炉外核計装装置コース 

原子炉制御装置コース 

制御弁コース 

プラント計算機コース 

原子炉保護装置コース 

新型中央制御盤総合ネットワークコース 

炉内中性子束監視装置コース 

９ 

原子炉保修汎用技術研修（計装） 計装設計コース １ 

原子力保修基礎研修（機械） 補機コース 

主機コース（Ｓ／Ｇ他・原子炉容器） 
１８ 

原子力保修設備研修（機械） タンク・熱交換器コース 

安全弁コース 

配管肉厚管理コース 

ポンプコース 

蒸気発生器コース 

１２ 

ファミリー研修 燃料取扱研修 

配管サポート分解組立および体感研修 
１２ 
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過去５年間の主な海外派遣実績について 

 

 

2015 年度から 2019 年度までの５年間における海外派遣実績の内、重大事故対応等に関

する現地調査や情報交換などの主な実績を以下に示す。 

 

年度 

（人数） 
件    名 出張先 

派遣

者数 

2015 年度 

(５名) 

特定重大事故等対処施設にかかる現地調査（ｳﾝﾀｰﾍﾞｻﾞ

ｰ、ﾃｨｱﾝｼﾞｭ） 

ドイツ、ベルギー ２ 

EDF との緊急時対策所および火災防護に関する情報

交換 

フランス ３ 

2016 年度 

(３名) 

WANO 世界発電所長会議における運転経験に関する

情報交換 

ハンガリー １ 

原子力新規制基準に関する情報交換（EDF 社、ﾘｰﾌﾞｼ

ｭﾀｯﾄ、ﾘﾝｸﾞﾊﾙｽ） 

イギリス、スイス、

スウェーデン 

２ 

2017 年度 

(１７名) 

米国の運転経験に関する情報交換（ﾍﾟﾘｰ、ｶﾙﾊﾞｰﾄｸﾘﾌ

ｽ） 

米国 ４ 

米国の検査制度に関する現地調査（NEI、NRC、

Excelon、XcelEnergy、PG&E、DukeEnergy、ﾏｸｶﾞ

ｲﾔ） 

米国 ５ 

韓国大原子力防災訓練視察（ﾊﾇﾙ） 韓国 ５ 

ト ッ プ マ ネ ジ メ ン ト 会 合 へ の 参 加 （ EEI 、

DukeEnergy） 

米国 ３ 

2018 年度 

(７名) 

地震、津波以外のストレステストにかかるベンチマー

ク（TVO 社、Olkiluoto、STUK、Fortum 社、Electrabel

社） 

フィンランド、ベル

ギー 

１ 

大容量ポンプの現地立会検査（ﾊｲﾄﾗﾝｽｼｽﾃﾑ社） オランダ ４ 

フィルタベント設備の現地立会検査（WEG 社、ｸﾗﾝﾂ

社、ﾄｩﾌ社） 

ドイツ ２ 

2019 年度 

（2 名） 
フィルタベント設備の現地立会検査（ｸﾗﾝﾂ社） ドイツ ２ 
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原子力保全総合システムの登録実績（例） 
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品質方針の周知方法 

 

 

 

以下の方法にて、本店及び各発電所である実施部門の所属員へ品質方針の周知を行って

いる。 

 

 

１． 社内システムを活用し、品質方針を記載した品質マニュアルの掲示 

２． 品質方針ポスターの掲示 

３． 品質方針を記載したカードの配布 

４． 転入者に対する品質保証教育 
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品質保証会議及び発電所レビューの組織上の位置づけ 

 

 

 品質保証会議については、原子力事業本部長を議長とし、マネジメントレビューに係る品質

保証活動の審議及び品質マネジメントシステムの有効性に関する情報交換を行い、品質マネ

ジメントシステムをレビューすることを目的としている。 

 また、発電所レビューについては、発電所長を議長とし、同様に品質マネジメントシステムを

レビューすることを目的としている。 

 そのため、組織図で同会議を位置づけると、品質保証会議は原子力事業本部長の下に、発

電所レビューは発電所長の下に設置される。 
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原子力関係組織図 （2020 年 7 月 1 日現在） 

（※２） 

（※１）発電用原子炉主任技術者 

品質保証室長 

美浜発電所長 

安全・防災室長 
所長室長 
技術課長 
原子燃料課長 
放射線管理課長 
発電室長 
保全計画課長 

 電気保修課長 

 計装保修課長 

 原子炉保修課長 

 タービン保修課長 

 土木建築課長 

 電気工事グループ課長 

 

原子力発電 

安全運営委員会 

発電所レビュー 

電気主任技術者 

ボイラー・タービン 

主任技術者 

機械工事グループ課長 
土木建築工事グループ課長 

社長 

管理責任者（経営監査室長） 

経営監査室長 
（※１） 

管理責任者（原子力事業本部長） 

原子力事業本部長 原子力企画部門統括 

品質保証会議 

調達本部長 

原子燃料サイクル室長 

総務室長 

土木建築室長 

原子力安全部門統括 

原子力発電安全委員会 

原子力発電部門統括 

原子力技術部門統括（原子力技術） 

原子燃料部門統括 

環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

ｾﾝﾀｰ所長 

（※２） 

原子力技術部門統括（土木建築） 
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美浜発電所及び原子力事業本部の教育・訓練項目 抜粋(1/5)   ※2019 年度の研修を例として以下に示す。 

名称 内容（目的） 頻度 対象者 主管箇所 備考 

原子力発電所新入社員研修 発電実習に入る前に今後の原子力発電所での

円滑な業務遂行を図るため、原子力要員とし

て共通に必要な基礎的知識を修得させる。 

1 回 新入社員（技術

系） 
原子力研修

センター 

 

発電実習 原子力技術要員として、導入段階に発電所の

現場で習得すべき必要な知識、技能を学ばせ

る。 

1 回 新入社員（技術

系） 発電室 

 

原子力発電所新入社員フォ

ロー研修 

今後の原子力発電所での円滑な業務遂行を図

るため、原子力要員として共通に必要な基礎

的知識を修得させる。 

1 回 新入社員（技術

系） 

原子力研修

センター 

 

危機意識を高める事例研修

（ｅラーニング） 

国内外の重要なトラブル事例を教訓として学

び「業務における小さなミスが被害の大きな

トラブルに繋がる」という危機意識を持てる

よう醸成する。 

1 回/年 発電所技術系社

員 

発電所 

対象 

原子力発電基礎研修 今後の原子力発電所での円滑な業務遂行を図

るため原子力要員として共通に必要な基礎的

知識を修得させる。 

１回 入社２年目技術

系社員 

 

原子力法令基礎研修 法令遵守の重要性に鑑み、遵法意識の高揚を

図るとともに原子力保安管理の向上を図るた

め、各職能が共通して知っておく必要のある

特に重要な法令および諸手続きの要領を修得

させる。 

１回 入社２年目技術

系社員 

 

品質保証基礎研修 各職場における品質保証活動の確実な遂行を

図るため、品質マネジメントシステム

(ISO9001)の概要について理解させる。 

１回 入社 2 年目社員  
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美浜発電所及び原子力事業本部の教育・訓練項目 抜粋(2/5) 

 
名称 内容（目的） 頻度 対象者 主管箇所 備考 

品質保証中級研修 各職場における品質保証活動の確実な遂行を

図るため、品質マネジメントシステム

(ISO9001)の内容を理解させる。 

1 回 該当者 

原子力研修

センター 

 

品質保証上級研修 各職場における品質保証活動の確実な遂行を

図るため、原子力発電所における安全のため

の品質保証規程(JEAC4111)の内容について

理解させる。 

1 回 該当者  

原子炉理論研修（レベルアッ

プ講座） 

原子力発電所の安全に関するエキスパートを

養成するため、高度な技術理論および管理技

術を修得させる。 

1 回 社内試験合格者  

原子力部門マネジメント研

修 

美浜発電所 3 号機事故再発防止に係る行動計

画においてマネジメント研修を実施すること

としており、部門のトップおよび管理層に焦

点を絞った研修を実施する。 

1 回/年 管理者層  

ＩＳＯ９０００審査員コー

ス研修 

原子炉施設保安規定および保安検査対応者の

キーマンとなる者に対し、ISO9000 の内容を

十分理解させ的確な対応が実施できる知識を

修得させる。 

1 回 該当者  

ＩＳＯ９０００内部品質監

査員養成研修 

溶接検査の自主検査化や、品質保証規程の制

定に伴い、原子力安全確保の観点から品質監

査の体制強化を図るため、ISO9001 に基づく

内部品質監査員を養成する。 

1 回 該当者  
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美浜発電所及び原子力事業本部の教育・訓練項目 抜粋(3/5) 

名称 内容（目的） 頻度 対象者 主管箇所 備考 

保障措置基礎研修（ｅラーニ

ング） 

保障措置業務に係る具体的な事例を通じて、

基礎的な知識を修得し、保障措置業務の重要

性を認識させ、同業務による不具合の防止を

図る。 

1 回/年 技術系社員 

原子力研修

センター 

 

ヒューマンファクター（ヒュ

ーマンエラー防止）研修 

職場でのヒューマンエラー防止を図るため、

ヒューマンファクターに関する基礎的知識を

修得させるとともに安全文化の概要を理解さ

せる。 

1 回 入社 2 年目技術

系社員 

 

ヒューマンファクター（安全

意識・モラル）研修 

ヒューマンファクターが関与する事例分析を

通じ広義のヒューマンファクターにおける物

の見方、考え方を修得させる。また事例演習

を通じて安全文化を醸成させる。 

1 回 該当者（技術系社

員） 

発電所 

対象 

安全作業研修 現場の作業管理および直営作業管理・施行、

あるいは労働安全管理業務を行う上で必要な

労働安全に関する基礎的知識を修得させ作業

時の、あるいは業務上の安全管理スキル向上

を図り、労働災害の撲滅に努める。 

1 回 入社 3 年目技術

系社員および労

働安全担当者 

発電所 

対象 

労働災害をテーマとしたト

ラブル事例研修 

大飯発電所１号機における労働災害(ほう酸補

助タンク設置工事における協力会社作業員の

負傷 H.21.7.7 発生)の水平展開として、労働

災害事例をもとに課題検討（各自課題検討を

含む受講者参加型の研修）を行い、危険に関

する感受性、注意力の向上をはかり、労働災

害の撲滅に努める。 

1 回 該当者 発電所 

対象 
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美浜発電所及び原子力事業本部の教育・訓練項目 抜粋(4/5) 

名称 内容（目的） 頻度 対象者 主管箇所 備考 

原子力防災研修（シビアアク

シデントＥＡＬ判断対応演

習） 

福島第一原子力発電所事故を踏まえ、発電所

の原子力防災組織の副班長以下を対象にシビ

アアクシデントが発生した場合のＥＡＬ判断

等について講義、演習を行い知識の習得、対

応能力の向上を図る。 

1 回/3 年 原子力防災組織

の副班長以下 

原子力研修

センター 

発電所 

対象 

シビアアクシデントにおけ

るプラント挙動等に関する

研修（ｅラーニング） 

 

福島第一原子力発電所事故を踏まえ、重大事

故等対策要員となる可能性のある社員を対象

に重大事故等発生時のプラント挙動等の知識

の理解向上を図る。 

1 回/年 重大事故等対策

要員となる可能

性のある社員 

 

原子力発電所新任役職者研

修 

原子力要員が一丸となって取組んでいる美浜

3 号機事故再発防止対策に確実に対処してい

くことを主眼に現場における安全第一の意識

高揚を図る。また部下の指導、訓練、評価等

の重要性を安全文化の観点から認識させると

ともにＣＳＲを実践していく上でベースとな

る従業員の倫理観を醸成する。 

1 回 新任の役職者 発電所 

対象 
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美浜発電所及び原子力事業本部の教育・訓練項目 抜粋(5/5) 

名称 内容（目的） 頻度 対象者 主管箇所 備考 

法令等に関する研修 管理監督者が常に法令等を遵守し、より適切

な判断が行えるよう品質保証や法令等に関す

る研修を実施する。 

1 回 発電所の課長ク

ラス 

原子力研修

センター 

発電所 

対象 

原子炉理論研修（短期講座） 原子力発電所の安全に関するエキスパートを

養成するために、原子力の高度な技術理論お

よび管理技術を修得させる。 

1 回 技術系大卒社員  

保安教育 原子力発電所原子力施設の保安に関する基本

的事項の教育を行う。 

必要の都度 該当者 

各課（室） 

発電所 

対象 

詳細は別

紙 5-2 参

照 

原子力防災教育 原子力災害対策活動の円滑な実施に資するた

め原子力防災体制、関係箇所の役割等につい

て教育する。 

1 回 /年また

は 1 回/3 年 

該当者 

危機管理グ

ループ、安

全・防災室 

 

 

原子力防災訓練 原子力災害発生時に原子力防災組織があらか

じめ定められた機能を有効に発揮できること

を確認する。 

1 回 該当者  

緊急作業従事者教育 緊急作業の方法、電離放射線の生体に与える

影響、健康管理の方法および被ばく線量の管

理の方法に関する知識等の教育を行う。 

1 回 該当者 各課（室） 発電所 

対象 

緊急作業従事者訓練 緊急作業の方法、緊急作業で使用する施設お

よび設備の取扱い等の訓練を行う。 

1 回／年 該当者 各課（室） 発電所 

対象 
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保安規定に基づく美浜発電所 教育・訓練項目 抜粋(1/6) 
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 保安規定に基づく美浜発電所 教育・訓練項目 抜粋(2/6) 
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保安規定に基づく美浜発電所 教育・訓練項目 抜粋(3/6) 
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保安規定に基づく美浜発電所 教育・訓練項目 抜粋(4/6) 
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保安規定に基づく美浜発電所 教育・訓練項目 抜粋(5/6) 
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保安規定に基づく美浜発電所 教育・訓練項目 抜粋(6/6) 
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美浜発電所および原子力事業本部の教育計画／実績表 抜粋（2019 年度） 

 
【　　】　実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 備 考

4/13～
【4/13～

～5/31
～5/31】

8/21～8/24
【8/21～8/24】

10/15～10/19
【10/15～10/19】

7/3～7/5
【7/9～7/11】

3/11～3/14
【3/11～3/14】

8/1～8/2
【9/19～9/20】

6/14
【6/14】

11/28
【11/28】

7/13,7/24
【7/13,7/24】

11/27
【11/27】

9/28
【9/28】

1/24
【1/24】

11/20
【11/20】

9/5～9/7
【9/4～9/6】

12月
【12/10】

1月
【1/15～1/16】

2月
【2/12～2/13】

3月
【3/7～3/8】

9/13～9/14
【9/27～9/28】

【8/2】
9月 2月

【2/22】

9月
【取止め】

2月
【2/12】

10/1～10/5
【10/1～10/5】

6/20～6/21
【6/20～6/21】

12/6
【12/11】

9月
【2/19】

【9/3～ ～10/14】
11月～ ～12月

10月～ ～11月
【12/3～ ～1/25】

11/14
【11/14】

10/1～
【10/1～

～11/30
～11/30】

6/11～6/15
【6/11～6/15】

11/26～11/30
【11/26～11/30】

原子力発電所新任役職者
研修

原子力発電所新入社員研
修

原子力発電所新入社員ﾌｫ
ﾛｰ研修

原子力発電基礎研修

原子力法令基礎研修

品質保証基礎研修

品質保証中級研修

原子力防災研修（シビアア
クシデントＥＡＬ判断対応演
習）

品質保証上級研修

ﾋｭ-ﾏﾝﾌｧｸﾀ-(ＨＥ防止)研修

ﾋｭ-ﾏﾝﾌｧｸﾀ-(安全意識･ﾓﾗ
ﾙ)研修

原子炉理論研修(ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ
講座)

対象職能 研  修  名

部
門
共
通

原子炉理論研修(短期講座)

労働災害をテーマとしたトラ
ブル事例研修

危機意識を高める事例研修

保障措置基礎研修

シビアアクシデントにおける
プラント挙動等に関する研
修

法令等に関する研修

原子力部門ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修

ISO9000審査員ｺｰｽ研修

ISO9000内部品質監査員養
成研修

安全作業研修

 



 

 

1
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美浜発電所 保安教育実施計画／実績表 抜粋（2019 年度） 

原子炉等規制法に関連する法令の概要および法令等の遵守（廃止措置に係る事
項を含む）

１時間

原子炉のしくみ（廃止措置に係る事項を含む） ０．５時間

原子炉容器等主要機器の構造に関すること（廃止措置に係る事項を含む）
原子炉冷却系統等主要系統の機能・性能に関すること（廃止措置に係る事項を含
む）

０．５時間

原子炉施設の廃止措置の概要 ０．５時間

非常時の場合に講ずべき措置の概要（SFPに関する事項を含む） ０．５時間

※１
※２

※３ ※４

原子炉等規制法に関連する法令の概要および法令等の遵守（廃止措置に係る事
項を含む）

１時間

原子炉のしくみ（廃止措置に係る事項を含む） ０．５時間

原子炉施設の廃止措置の概要 ０．５時間

非常時の場合に講ずべき措置の概要（SFPに関する事項を含む） ０．５時間

※１

原子炉等規制法に関連する法令の概要および法令等の遵守（廃止措置に係る事
項を含む）

１時間

原子炉のしくみ（廃止措置に係る事項を含む） ０．５時間

原子炉容器等主要機器の構造に関すること（廃止措置に係る事項を含む）
原子炉冷却系統等主要系統の機能・性能に関すること（廃止措置に係る事項を含
む）

０．５時間

原子炉施設の廃止措置の概要 ０．５時間

非常時の場合に講ずべき措置の概要（SFPに関する事項を含む） ０．５時間

※１
※２

※１

原子炉等規制法に関連する法令の概要および法令等の遵守（廃止措置に係る事
項を含む）

１時間

原子炉のしくみ（廃止措置に係る事項を含む） ０．５時間

原子炉施設の廃止措置の概要 ０．５時間

非常時の場合に講ずべき措置の概要（SFPに関する事項を含む） ０．５時間

※１

　注）　受講予定時期については、業務の都合等により各課(室)で変更してもよいこととする。ただし、来年度に持ち越しとなる計画変更については、本年度内にその理由、変更内容等を原子炉主任技術者（廃止措置段階の原子炉施設については、廃止措置主任者）および運営委員会の確認を得て、所長の承認を得ることとする。

　注）　本表に揚げる教育以外で新たに教育を追加することは妨げないこととするが、予定されていた教育を廃止する場合は、その理由と併せて本年度内に報告することとする。

　注）　人事異動により転出者および転入者が出た場合は、本教育計画を更新する必要はない。ただし、転入者に対しては、原子力発電所に新規に配属されたものについては入所時教育を確実に実施し、管理区域に立ち入るものについては従事者指定前教育を確実に実施させること（教育・訓練要綱により別途承認された基準に従い省略されるものを除く）

　　　　また、反復教育については、所属となった箇所の所員と同様の基準で実施させることとする。

所　　　管 教　育　名　称 具　体　的　教　育　内　容 時　間

受講時期（上段：予定、下段：実績）

７ ８ ９ ２ ３10 11
対　象　者

４ ５ ６

人員
（上段：予定、下段：実績）

改善事項 備　　　考評価
12 １

原子力新入社員研修
（事務系以外の新入社員）

原子力発電所
新入社員

※１：１０名
※２： ２名

対象者が発生の都度
実施する。

未受講者はなし。
教材・内容・進め方につい
ては、特段の意見・要望等
はなく、筆記試験等の結
果、十分理解できているこ
とを確認したことから「良」
とする。

なし

未受講者はなし。
教材・内容・進め方につい
ては、特段の意見・要望等
はなく、筆記試験等の結
果、十分理解できているこ
とを確認したことから「良」
とする。

なし

所長室
人財・安全推進係

事務系新入社員教育
（事務系新入社員）

原子力発電所
新入社員

※1： ２名

入所時教育
（事務系所員）

原子力発電所
新規転入者

※１：　２名

入所時教育
（事務系所員以外の所員）

原子力発電所
新規転入者

※１：１名
※２： ２名
※３： ３名
※４： ３名

原子力発電所
新入社員

原子力発電所
新規転入者

対象者が発生の都度
実施する。

原子力発電所
新規転入者

対象者が発生の都度
実施する。

原子力発電所
新入社員

対象者が発生の都度
実施する。

なし

未受講者はなし。
教材・内容・進め方につい
ては、特段の意見・要望等
はなく、筆記試験等の結
果、十分理解できているこ
とを確認したことから「良」
とする。

なし

未受講者はなし。
教材・内容・進め方につい
ては、特段の意見・要望等
はなく、筆記試験等の結
果、十分理解できているこ
とを確認したことから「良」
とする。
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原子力事業本部および美浜発電所３号炉における 

各年度の社外教育・訓練受講者数 抜粋(1/2) 

教育・訓練名 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 備考 

＜原子力事業本部＞ 

安全解析研修（RETRAN） － ６ － － －  

安全解析研修（MAAP） ３ － ５ － ３  

炉心設計技術研修 ２ － － － ２  

炉心管理専門研修 － １ － ０ ０  

原子力設計評価技術専門研修（安全解析ｺｰｽ） ４ １１ ８ ９ －  

原子力設計評価技術専門研修（耐震設計ｺｰｽ） ９ ９ １４ １５ ６  

原子力設計評価技術専門研修（強度設計ｺｰｽ） ６ － ４ － ６  

原子力設計評価技術専門研修（システム設計ｺｰｽ） ３ － １１ － －  

原子力設計評価技術専門研修（2 次系設計ｺｰｽ） － ３ － － ３  

原子力設計評価技術専門研修（計装設計ｺｰｽ） １ － １０ － ２  

原子力設計評価技術専門研修（電気設計ｺｰｽ） １ － ５ － －  

気象観測装置基礎研修 － １ － － －  

軽水炉燃料に関する技術研修 ２ － － ２ －  

保障措置に関する研修 ３ ２ － － １  

＜美浜発電所＞ 

安全解析研修（RETRAN） － １ － － －  

安全解析研修（MAAP） １ － ０ － ０  

炉心設計技術研修 １ － － － ０  

炉心管理専門研修 － ０ － １ １  

原子力設計評価技術専門研修（安全解析ｺｰｽ） ２ １ ０ ０ －  

原子力設計評価技術専門研修（強度設計ｺｰｽ） １ － ０ － ２  

原子力設計評価技術専門研修（耐震設計ｺｰｽ） １ ２ ０ ０ ４  

原子力設計評価技術専門研修（システム設計ｺｰｽ） ０ － ０ － －  

原子力設計評価技術専門研修（2 次系設計ｺｰｽ） － ０ － － ０  

原子力設計評価技術専門研修（計装設計ｺｰｽ） １ － ０ － ０  

原子力設計評価技術専門研修（電気設計ｺｰｽ） ０ － ０ － －  

原子力保修設備研修（電気）特高開閉所設備コース ２ － － － ２  

原子力保修設備研修（電気・計装）新型中央制御盤

総合ﾈｯﾄﾜｰｸｺｰｽ 
１ ３ ３ ３ ３  

原子力保修設備研修（電気）発電機コース（本体） － － － － ３  

原子力保修設備研修（計装）炉内中性子束監視装置

コース 
１ － １ － １  

原子力保修設備研修（計装）プラント計算機コース １ １ ２ － ２  

原子力保修設備研修（計装）放射線監視装置コース － １ － － １  

原子力保修汎用技術研修（共通）潤滑油診断コース ３ － ０ ２ －  

原子力保修汎用技術研修（計装）計装設計コース － ２ － － １  

原子力保修汎用技術研修（機械）材料コース － ４ ４ ２ －  

原子力保修汎用技術研修（機械）機械設計コース ３ － ５ － ０  

原子力保修設備研修（機械）蒸気発生器コース － ２ － － ３  

原子力保修設備研修（機械）タービンコース ２ － ２ － ３  

原子力保修業務研修（共通）溶接検査コース － ０ ７ ２ ４  

軽水炉燃料に関する技術研修 ０ － － ０ －  

気象観測装置基礎研修 － １ － － －  

保障措置に関する研修 ０ ０ － － ０  

軽水炉の水化学・SCC 対策技術研修 － － － － ０  

野外モニタ取扱技術研修 １ － － － －  

被ばく管理システム研修 １ － － － －  

水質監視計器技術研修 － １ － １ －  

化学応用研修 － １ － － －  

原子炉理論研修（短期講座） ２ ２ ４ ４ ４  

「－」 休講 
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原子力事業本部および美浜発電所３号炉における 

各年度の社外教育・訓練受講者数 抜粋(2/2) 

 

  

 

教育・訓練名 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 備考 

原子力発電ｼﾐｭﾚｰﾀ研修 

監督者コースⅠ 
５ ２ ７ ０ －  

原子力発電ｼﾐｭﾚｰﾀ研修 

監督者コースⅣ 
３ １２ ５ ２ ８  

原子力発電ｼﾐｭﾚｰﾀ研修 

制御員コース 
１１ ７ １３ ０ －  

原子力発電ｼﾐｭﾚｰﾀ研修 

統合コース 
    ９ 

監督者と制御

員の統合ｺｰｽ 

原子力発電ｼﾐｭﾚｰﾀ研修 

直員連携コース（単位：班） 
０ ０ ０ ５ ０  

原子力発電ｼﾐｭﾚｰﾀ研修 

運責実技試験コース 
０ ４ ５ ６ ３  

原子力発電ｼﾐｭﾚｰﾀ研修 

プラント挙動理解力強化 

コース 

５ ６ ８ ２ １  

運責シビアアクシデントコ

ース 
２ ６ ６ ３ ３  

シビアアクシデント訓練強

化コース（単位：班） 
   ０ ５  



 

 

1
1

8
 

美浜発電所３号炉における重大事故等対応に関する訓練実績(1/2)  （2018,2019 年度） 

重大事故等対応訓練（対象箇所） 訓練内容 
2018 年度 

実績 

2019 年度 

実績 
備考 

全交流電源喪失時対応訓練（発電

室） 

・手順読み合わせ 

・シミュレータ訓練 
1 5  

地震によるトリップ時の緊急濃縮

訓練（発電室） 

・手順読み合わせ 

・シミュレータ訓練 
1 5  

空冷式非常用発電装置取扱い訓練

（保修課および協力会社） 

・接続盤へのケーブル接続 

・発電装置の起動 
73 32  

蒸気発生器への給水確保訓練（発電

室、自衛消防隊および協力会社） 

・消防ポンプ、ホースの設置 

・低温停止への移行手順確認 
9 2  

使用済燃料ピットへの給水確保訓

練（保修課、自衛消防隊および協力

会社） 

・手順読み合わせ 

・消防ポンプ、ホースの設置 
16 14  

ディーゼル駆動式大容量ポンプに

よる海水供給訓練（保修課および協

力会社） 

・手順読み合わせ 

・大容量ポンプ、ホースの設置 
1 1  
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美浜発電所３号炉における重大事故等対応に関する訓練実績(2/2)  （2018,2019 年度） 

重大事故等対応訓練（対象箇所） 訓練内容 
2018 年度 

実績 

2019 年度 

実績 
備考 

原子炉への海水注入訓練（発電室、

自衛消防隊および協力会社） 

・手順読み合わせ 

・消防ポンプ（消防車）、ホースの設置 
2 2  

仮設中圧ポンプによる蒸気発生器

への給水訓練（保修課） 

・手順読み合わせ 

・ポンプおよび配管、フレキホースの接続 
1 1  

水素爆発対応訓練（保修課） ・SBO 時のアニュラス排気ファンの運転（ダンパ開放作業） 1 1  

中央制御室環境維持訓練（保修課） ・SBO 時の中央制御室非常用循環ファンの運転（ダンパ開放作業） 1 1  

がれき除去訓練（社員および協力会

社） 

・ドーザーショベルの操作 

・ブルドーザーの操作 

・油圧ショベルの操作 

65 78  

事故時モニタリング訓練（放射線管

理課） 

・SBO 時の空冷式ディーゼル発電機またはエンジン式発電機を用いたモ

ニタリング機能維持 

・可搬型モニタリングポストによるモニタリング 

25 5  

原子力防災訓練 ・原子力防災に係る実働を伴う総合的訓練 1 1  

 

 別
紙
５
－
５

 



 

別紙５－６ 

120 

 

  

特定重大事故等対処施設による対応のための要員の教育・訓練について 

 

 

特定重大事故等対処施設による対応（以下「特重対応」という。）のための要員の教

育・訓練については、以下のとおりとする。 

 

1. 特重対応の特徴を踏まえた教育・訓練について（表－1,2 参照） 

(1) 教育・訓練の対象者について 

特重対応に関わる発電所緊急時対策本部要員（以下「緊急時対策本部要員」とい

う。）、運転員（当直員）、緊急安全対策要員、特重施設要員に対して、特重対応に

関する教育・訓練を行う。 

・緊急時対策本部要員 全体指揮者、ユニット指揮者、通報連絡者（以下「指

揮者等」という。） 

・緊急時対策本部要員 その他各班 

・運転員（当直員）（当直課長、当直主任含む） 

・緊急安全対策要員 

・特重施設要員 

 

(2) 教育・訓練の実施内容について 

発電所の原子力緊急時対策本部（以下「発電所対策本部」という。）の指揮者等、

当直課長及び当直主任に対する教育・訓練については、机上教育にて特重施設の使

用判断及び運転員、特重施設要員への特重施設使用の指示、使用による影響に関す

る知識を付与する教育を実施する。 

発電所対策本部のその他各班に対する教育・訓練については、机上教育にて役割

に応じて、特重施設の機能、概要、対応操作、使用による影響等に関する知識を付

与する教育を実施する。 

運転員（当直員）については、机上教育にて特重施設の使用判断及び使用による

影響に関する知識を付与すること及び、手順にしたがい確実な準備操作を実行する

ための手順の教育・訓練を実施する。 

緊急安全対策要員については、重大事故等対処設備を用いたＡＰＣ等による大規

模損壊対応のため、特重施設の機能、概要に関する知識を付与する教育を実施する。 

また、特重施設要員については、机上教育にて特重施設の機能、概要及び、手順

にしたがい確実な機器操作を実行するための手順の教育・訓練を実施する。 

なりすましに対する教育・訓練については、核物質防護に関する教育･訓練とし

て実施する。 
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特重施設使用に関する連携訓練については、特重施設を使用した対応を行う際の

発電所対策本部の指揮者等及び当直課長から運転員（当直員）及び特重施設要員に

対する指揮・命令の伝達訓練を実施し、確実に連携できるよう習熟を図る。また、

フィルタベント時の屋外作業員に対する屋内退避連絡の訓練を行う。 

 

(3) 教育・訓練計画の頻度の考え方（表－3 参照） 

特重施設要員に対し必要な教育・訓練項目を毎年実施し、評価することにより、

力量の維持・向上を図る。 

・特重施設要員が、発電所対策本部長からの指示を受けた際に、確実な操作を行う

ため、各手順の教育・訓練を年 2 回以上実施する。 

・各手順の目的及び使用による影響を熟知し、速やかな操作を実施するため、手順

教育訓練に加えて、知識教育を行う。 

 

2. 特重対応に必要な力量の維持・確保の考え方 

(1) 教育・訓練の効果の確認についての整理（表－4 参照） 

教育・訓練の効果については、各要員が必要な教育・訓練を計画的に実施し、力

量の維持・向上が図られていることをもって効果を確認する。 

・各要員が教育・訓練要領にしたがい、確実に教育・訓練を実施していることを確

認することにより、効果（力量）の確認を行う。 

・教育・訓練により、手順、資機材及び体制等について改善要否を評価し、必要に

より手順、資機材の改善及び教育・訓練計画ヘの反映を行って、力量を含む対応

能力の向上を図る。 

 

これら訓練については、大規模損壊により、周辺環境により重大な影響を及ぼさ

ないよう、事象の進展、拡大を防止する対応操作を修得することを目的に、手順の

内容理解（作業の目的、プラントへの影響、作業者への影響等）のための机上教育、

各操作手順の修得を図るための模擬訓練等を実施する。 

さらに、実働訓練において、悪条件（高線量下、夜間および悪天候（降雨、強風

等）及び照明機能低下等）などを想定し、必要な防保護具等を使用した訓練も実施

する。 

具体的には、ＥＳ建屋内で特重施設要員が行う代替薬品タンク出口弁の現場手動

ハンドルの開閉操作及び代替スプレイポンプ海水取水弁の現場手動ハンドルの開操作

並びに原子炉補助建屋内で発電所対策本部要員が行うフィルタベント弁の現場手動

操作機構によるエアモータでの開閉操作を対象とする。 

なお、特重施設要員が使用する資機材及び手順書については、担当箇所にて適切

に管理し、教育・訓練の実施に当たっては、これらの資機材及び手順書を用いて実
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施し、教育・訓練より得られた改善点等を適宜反映する。 

 

 

3. 特重施設要員となる協力会社職員の教育・訓練に対する考え方 

特重施設要員が協力会社職員の場合、当社は前項の教育・訓練の実施を協力会社

に要求するとともに、教育・訓練の計画および実績の報告を要求する。 

また、当社は、教育・訓練に必要な手順、教材など必要な情報を協力会社に提供

するとともに、協力会社の教育・訓練に適宜立会い、特重施設要員に対して当社の

要求する教育・訓練が実施されていることを確認する。 

または、当社が実施する教育・訓練に参加することにより、必要な教育・訓練を

受講していることを確認する。 

また、連携訓練により、発電所対策本部長の指示どおり、確実に操作を行えるこ

とを確認する。 
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表－1 特重対応に関する教育（緊急時対策本部要員、緊急安全対策要員、運転員及び特重施設要員の主な教育・訓練の内容※1） 

教育名 目的 内容 
特重対応に関する教

育の対象者 頻度 

シビアアクシデント 

対応教育Ⅰ 

重大事故等発生時のプラント挙動に関する知

識を修得するとともに、事故時プラント状況を

的確に把握し、影響緩和策の検討・判断ができ

るようグループ演習を行う。 

・プラント挙動研修ツールを用いた事故時挙動の解説、およ

び事故時発生する各種現象の解説 

・事故時影響緩和操作所則（ＡＭＧ）を用いた影響緩和策の

検討、判断のグループ演習 

（特重施設の機能、概要、対応操作、使用の判断、使用によ

る効果・影響含む） 

緊急時対策本部要員

のうち、指揮者等、 

安全管理班（安全係） 

1 回以上／年※2 

シビアアクシデント 

対応教育Ⅱ 

重大事故等発生時のプラント挙動に関する知

識を修得し、指揮者の指示のもと、目的を理解

し、自らの役割に応じて必要な対応を的確に実

施できるよう、関連する活動の理解を深める。 

・プラント挙動研修ツールを用いた事故時挙動の解説、およ

びプラント挙動に応じて実施する各種対応策のツールを

用いた解説による理解 

（特重施設の機能、概要、現地でのフィルタベント操作の知

識含む） 

緊急時対策本部要員

のうち、通報連絡者、

その他各班 

1 回以上／年※2 

保安規定添付３現場対応

手順教育 

重大事故等発生時の対応手順について理解

する。 

・重大事故等発生時の対応手順について理解する。 

（特重施設使用準備のための対応操作含む） 
運転員（当直員） 2 回以上／年※2 

異常時対応教育 

（指揮、状況判断） 

異常時に指揮者として適切な指揮、状況判断が

出来るよう、異常時操作の対応(判断・指揮命

令)および、警報発生時の監視項目について理

解する。 

・異常時操作の対応（判断、指揮命令）および警報発生時の

監視項目（特重施設の機能、概要含む） 
当直課長、当直主任 1 回以上／年※2 

異常時対応教育 

（現場機器対応、中央制御

室内対応） 

異常時に現場および中央制御室において適切

な処置がとれるように、警報発生時の対応およ

び異常時操作の対応について理解する。 

・警報発生時対応操作および異常時操作の対応 

 （現場操作､中央制御室操作）  

 （特重施設の機能、概要含む） 

緊急時対策本部要員

のうち、発電班 

運転員（当直員） 

1 回以上／年※2 

ＳＡにおけるプラント挙

動等に関する教育 
特重施設の機能、概要について理解する。 

・ＳＡおよび大規模損壊時の対応手段、関係する知識教育 

・特重施設の使用目的、設備概要について理解するための知

識教育 

緊急安全対策要員 

特重施設要員 
1 回以上／年※2 

大規模損壊所達に基づく

対応手順教育訓練 
特重施設を使用した対応手順を理解する。 

・現地でのフィルタベント操作、緊急時制御室の交代等のた

めのチェンジングエリア汚染有無確認（緊対本部要員） 

・特重施設の操作手順の教育訓練（特重施設要員） 

緊急時対策本部要員 

特重施設要員 
2 回以上／年※2 

原子力防災訓練、技術的能

力の確認訓練または、ＡＰ

Ｃ等時の成立性の確認訓

練 

実施組織および支援組織の実効性等を総合的

に確認するため、原子炉施設等へのＡＰＣ等に

よる大規模損壊発生時のプラント状況の把握、

的確な対応操作の選択等、緊急時対策本部要

員、運転員（当直員）および特重施設要員の連

携等を確認する。 

・発電所対策本部長又は当直課長から特重施設使用の指示、

運転員及び特重施設要員による指示受領及び模擬操作実

施 

緊急時対策本部要員 

運転員（当直員） 

特重施設要員 

1 回以上／年※2 

※1：教育・訓練の内容については、実施結果を踏まえ、必要な改善を図っていく。 

※2：教育時間については対象者及び教育内容等を踏まえ適切な時間を設定する。 
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表－2 特重施設要員に対する訓練の内容 

(1)プラント対応手順                                                                                                                        

 

項目 

 

 対象者  

 

頻  度 

 

主な内容 

悪条件考慮

の要否 

特定重大事故等対処施設の準備操作 特重施設要員 2 回以上／年 ・特重施設電源投入方法 
－ 

代替炉心注水及び加圧器逃がし弁による減圧 特重施設要員 2 回以上／年 

・代替炉心注水ポンプの起動方法 

・加圧器逃がし弁の開閉方法 

・代替炉心注水状況の確認方法 

○ 

代替格納容器スプレイ 特重施設要員 2 回以上／年 

・スプレイラインの切り替え方法 

・代替スプレイポンプの起動方法 

・スプレイ状況の確認方法 

○ 

フィルタベント 特重施設要員 2 回以上／年 
・フィルタベント弁の開閉方法 

・フィルタベント状況の確認方法 
－ 

緊急時制御室の居住性 特重施設要員 2 回以上／年 

・緊急時制御室空気浄化装置の起動方法 

・緊急時制御室用空気供給装置の起動方法 

・緊急時制御室二酸化炭素、酸素濃度の監視方法 

－ 

電源設備 特重施設要員 2 回以上／年 

・ガスタービン発電機の起動方法 

・ES高圧母線の受電方法 

・ガスタービン発電機機能喪失時の号機間電力受電恒設ケーブル

（ＥＳ）を使用した号機間受電によるＥＳ高圧母線受電方法 

－ 

計装設備 特重施設要員 2 回以上／年 
・特重施設でのプラント状況把握及びＥＳ設備監視方法 

・計器故障時の代替パラメータによる監視方法 
－ 

通信連絡設備 特重施設要員 2 回以上／年 ・ＥＳ衛星電話（固定）の使用方法 － 
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表－３ 教育・訓練の頻度の考え方 

項目 頻度 教育・訓練の方針 教育・訓練の内容 

教育・訓練の計画 1 回以上／年 ○原子炉施設保安規定に基づく手順書で計画の策定方針を規

定する。 

○重大事故等対策に関する知識向

上のための各教育・訓練項目等 

教育・訓練項目 個別教育・

訓練 

2 回以上／年※ ○特重施設要員に対し必要な教育・訓練項目を実施し、評価す

ることにより、力量の維持・向上を図る。 

○特重施設の使用目的、使用によっ

て生じる影響等の教育 

○特重施設の各項目の教育・訓練 

 連携訓練 1 回以上／年 ○特重施設を使用した対応を行う際の発電所対策本部長から

の指揮・命令の伝達訓練を実施し、確実に連携できるよう習

熟を図る。 

 

○当直課長、当直主任、緊急時対策

本部要員及び特重施設要員の連

携を確認 

○フィルタベント時の屋外作業員

の屋内退避連絡訓練 

※：個別教育・訓練の頻度は、表―１および表―２に示す。 
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表－４ 特重対応にかかる緊急時対策本部要員及び特重施設要員の力量管理について 

要員 必要な作業 必要な力量 主要な教育・訓練 
主要な効果（力量） 

の確認方法 

緊急時対策本部要員 

・指揮者等 

 

○特定重大事故等対処施設を

用いた災害対策活動の実施 

○特定重大事故等対処施設の各機能の知識（特定重大事故等対処施

設が有する機能、使用時のプラント挙動を把握していること） 

○特定重大事故等対処施設を用いた対応操作（特定重大事故等対処
施設を用いた対応開始の判断等を行い、指揮（指示、命令等）が

行えること） 

○ＳＡ対応教育（大規模損壊、特重対応含） 

○原子力防災訓練、技術的能力の確認訓練
または、ＡＰＣ等時の成立性の確認訓練 

○教育・訓練の結果から効

果（力量）を評価する。 

緊急時対策本部要員 

・安全管理班（安全係） 

○特定重大事故等対処施設を

用いた災害対策活動の実施 

○特定重大事故等対処施設の各機能の知識（特定重大事故等対処施

設が有する機能、使用時のプラント挙動を把握していること） 

○ＳＡ対応教育（大規模損壊、特重対応含
む） 

○原子力防災訓練、技術的能力の確認訓練
または、ＡＰＣ等時の成立性の確認訓練 

○教育・訓練の結果から効

果（力量）を評価する。 

緊急時対策本部要員 

・発電班 

○特定重大事故等対処施設を

用いた災害対策活動の実施 

○特定重大事故等対処施設の各機能の知識（特定重大事故等対処

施設が有する機能、使用時のプラント挙動を把握していること） 

○ＳＡ対応教育（大規模損壊、特重対応含

む） 

○異常時対応教育 

○原子力防災訓練、技術的能力の確認訓練

または、ＡＰＣ等時の成立性の確認訓練 

○教育・訓練の結果から効

果（力量）を評価する。 

運転員（当直員） 

（当直課長、当直主任） 
○プラント運転操作 

○特定重大事故等対処施設の各機能の知識（特定重大事故等対処
施設が有する機能、使用時のプラント挙動を把握していること） 

○特定重大事故等対処施設を用いた対応操作（特定重大事故等対

処施設を用いた対応開始の判断等を行い、指揮（指示、命令等）
が行えること） 

○異常時対応教育 

○原子力防災訓練、技術的能力の確認訓練

または、ＡＰＣ等時の成立性の確認訓練 

○教育・訓練の結果から効
果（力量）を評価する。 

運転員（当直員） ○プラント運転操作 

○特定重大事故等対処施設の各機能の知識（特定重大事故等対処

施設が有する機能、使用時のプラント挙動を把握していること） 

○特重施設使用準備のための対応操作の手順に基づき、必要な操
作を実施できること（担当する手順の理解、操作等の理解） 

○保安規定添付３現場対応手順教育 

○異常時対応教育 

○原子力防災訓練、技術的能力の確認訓練
または、ＡＰＣ等時の成立性の確認訓練 

○教育・訓練の結果から効
果（力量）を評価する。 

緊急安全対策要員 

○重大事故等対処設備を用い

たＡＰＣ等による大規模損壊
対応操作 

○特定重大事故等対処施設の機能、概要の知識 

○重大事故等対処設備の対応操作を実施できること 

○ＳＡにおけるプラント挙動等に関する
教育（特重施設の機能、概要含む） 

○重大事故等対応所達の担当する手順の

教育・訓練 

○教育・訓練の結果から効
果（力量）を評価する。 

特重施設要員 

（社員および 

  協力会社職員） 

 

○発電所対策本部長からの指
示にしたがった特定重大事
故等対処施設を用いた対応

操作 

○設備、系統の知識（操作手順を理解していること（操作スイッ
チの設置位置等を含む）） 

○ＳＡにおけるプラント挙動等に関する

教育（特重施設の機能、概要含む） 

○大規模損壊対応所達の担当する手順の
教育・訓練 

○原子力防災訓練、技術的能力の確認訓練
または、ＡＰＣ等時の成立性の確認訓練 

○特重施設の取扱いを理解
し、適切に操作を実施で

きることを教育、訓練の
結果から効果（力量）を
確認する。 

○教育訓練の効果については、各要員が必要な教育・訓練を計画的に実施し、力量の維持・向上が図られていることをもって確認する。 

・各要員が教育・訓練要綱他関係する手順にしたがい、確実に教育・訓練が実施されていることを確認することにより、効果（力量）の確認を行う。 

・教育・訓練により、手順、資機材及び体制等について改善要否を評価し、必要により手順、設備の改善及び教育・訓練計画への反映を行って、力量を含む対応能力の向上を図る。 
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発電用原子炉主任技術者が兼任する場合の職位の考え方 

 

発電用原子炉主任技術者（以下、炉主任）が兼任する場合の職位については、以下のよ

うな考え方に基づき検討するとともに、炉主任としての職務遂行に支障をきたさない措置

を行う。 

 

１．炉主任の選任に係る規制上の要求事項・要件等を満足する職位を選定する 

（選任の条件）  

【独立性の確保】 

   ・所長に対して的確な指示ができる環境が整っていること 

・上位機関に重要な情報が確実に報告されること 

【必要な権限と組織上の位置付けがなされていること】 

・所長に対して的確な指示ができること 

・従業員に対して的確な指揮指導ができること 

   ・必要な情報が入ること 

   ・運転に従事する者に指示し、従事するものはその指示に従うこと 

（兼任の条件） 

【炉主任と兼任する職位の判断が炉主任の判断と相反しないこと】 

 ・保安規定に定められる炉主任の職務と兼任する職位の職務での判断の相反性が想

定されないこと 

 

２．炉主任が兼任することが可能な職位を選定する 

原子炉施設の運転に関する職務に携わらないこと、および特定の設備に対する責任と権

限を有していないこと等、職務遂行上、炉主任との判断の相反性の発生が想定されない職

位を選任可能な職位として選定する。 

 

３．炉主任が兼任することが妥当な職位を選定する 

２．で選定された職位について、運用面での問題点や課題点等を抽出し、兼任が妥当な

職位を選定する。 

 

４．炉主任が発電所職位を兼任する場合の判断の相反性の排除等を行う 

炉主任としての職務を遂行すると、兼任する職位としての職務の両方を遂行するような

ことがあるが、判断の相反性を確実に排除するため、担当する炉の兼任する職位としての

職務を遂行させない。なお、担当する炉の兼任する職位としての職務については、上位職

に遂行させることで、職務の成果としての品質レベル等を担保する。 

 

 なお、兼任可能と判断した職位について、所管の変更や規制要求の変更などがあった場合

には適宜、見直しを行う。また、美浜発電所においては、炉主任の職務形態として、兼任と

専任の両方が可能であるが、その最適な職務形態について、今後継続的に検討を行っていく。 

 

以 上 

 

 

 


